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は
じ
め
に

筆
者
は
︑
四
○
年
ほ
ど
全
国
各
所
に
建
立
さ
れ
て
い
る
皇
族
︑
大
名
︑
公
卿
︑
華
族

な
ど
著
名
家
の
墓
所
を
調
査
︑
研
究
し
て
い
る
が
︑
平
成
二
十
六
年
度
の
公
益
財
団
法

人
鍋
島
報
效
会
の
研
究
助
成
に
よ
り
︑
佐
賀
藩
主
鍋
島
家
の
各
所
に
現
存
す
る
藩
主
︑

正
室
︑
子
女
な
ど
全
墓
碑
の
実
地
調
査
の
記
録
と
︑
総
合
的
に
考
察
し
た
論
考
﹁
佐
賀

藩
主
鍋
島
家
の
墓
碑
考
察
﹂
を
同
財
団
の
助
成
研
究
報
告
書
に
お
い
て
発
表
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
︒

当
論
考
の
制
作
に
関
し
て
は
︑
佐
賀
本
藩
と
の
相
違
を
比
較
す
る
た
め
︑
三
支
藩
家

の
ほ
か
御
一
門
家
な
ど
の
各
墓
所
も
廻
り
︑
主
に
当
主
︑
正
室
︑
子
女
が
ど
の
よ
う
な

墓
形
を
建
碑
踏
襲
し
て
い
る
の
か
に
重
点
を
お
い
て
調
査
を
行
な
っ
た
︒
す
で
に
小
城

藩
主
鍋
島
家
墓
の
論
考
に
関
し
て
は
︑
黄
檗
宗
大
本
山
萬
福
寺
内
の
黄
檗
文
化
研
究
所

が
発
行
す
る
﹃
黄
檗
文
華
﹄
誌
上
で
報
告
し
て
お
り
︑
本
年
八
月
に
は
肥
前
鹿
島
藩
主

鍋
島
家
墓
︵
一
︶
の
論
考
も
同
誌
上
で
報
告
し
て
い
る
為
︑
今
報
告
に
よ
り
四
藩
主
家

の
墓
碑
︑
墓
制
の
比
較
対
照
が
可
能
に
な
っ
た
︒
今
後
は
︑
肥
前
領
内
に
建
碑
さ
れ
た

各
家
の
実
地
調
査
の
記
録
か
ら
︑
鍋
島
家
御
一
門
全
体
の
墓
制
を
明
ら
か
に
し
た
い
と

考
え
て
い
る
︒

一

蓮
池
藩
鍋
島
家
の
成
立
と
歴
代
藩
主

佐
賀
藩
鍋
島
家
に
は
三
家
の
支
藩
が
あ
り
︑
鹿
島
藩
鍋
島
家
二
萬
石
は
諸
説
あ
る
が

慶
長
十
四
年
︵
一
六
○
九
︶
に
︑
小
城
藩
鍋
島
家
七
萬
石
は
元
和
三
年
︵
一
六
一
七
︶

に
︑
蓮
池
藩
鍋
島
家
五
萬
石
は
寛
永
十
六
年
︵
一
六
三
九
︶
に
創
立
さ
れ
て
い
る
が
︑

い
ず
れ
も
佐
賀
鍋
島
本
藩
三
十
五
萬
石
に
含
ま
れ
た
内
分
支
藩
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め

三
家
と
も
本
藩
と
は
別
に
知
行
地
を
有
す
る
外
分
支
藩
と
は
異
な
る
が
︑
寛
永
十
九
年

︵
一
六
四
二
︶
以
降
は
︑
参
勤
交
替
を
行
な
う
な
ど
幕
府
よ
り
独
立
し
た
藩
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
る
︒

蓮
池
藩
の
初
代
藩
主
鍋
島
直
澄
は
︑
佐
賀
本
藩
初
代
藩
主
鍋
島
勝
茂
︵
直
茂
長
男
︶

の
五
男
と
し
て
佐
賀
城
で
誕
生
し
︑
生
母
は
和
泉
岸
和
田
藩
岡
部
長
盛
の
息
女
菊
で
あ

る
︒
佐
賀
本
藩
の
二
代
を
継
承
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
初
代
勝
茂
の
世
子
忠
直
︵
二
男
︶

が
夭
逝
し
た
た
め
勝
茂
は
︑
忠
直
の
嫡
男
光
茂
が
ま
だ
幼
少
で
あ
る
た
め
に
︑
忠
直
の

未
亡
人
牟
利
を
同
母
弟
直
澄
に
再
嫁
さ
せ
佐
賀
藩
を
継
承
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
た
︒

し
か
し
︑
勝
茂
の
長
庶
子
で
小
城
藩
初
代
藩
主
の
鍋
島
元
茂
や
多
久
安
順
な
ど
の
反
対

に
よ
り
光
茂
を
世
子
と
し
て
い
る
︒
次
に
勝
茂
は
︑
佐
賀
領
を
二
分
し
光
茂
と
直
澄
に

分
割
相
続
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
︑
こ
れ
も
反
対
さ
れ
た
た
め
直
澄
に
︑
佐
賀
︑
神
崎
︑

藤
津
︑
杵
島
︑
松
浦
の
五
郡
七
十
九
ヶ
村
か
ら
五
二
六
二
五
石
を
与
え
分
家
さ
せ
て
い

蓮池藩主鍋島家の墓碑
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る
︒
直
澄
は
︑
島
原
の
乱
で
は
父
勝
茂
に
代
わ
り
出
陣
し
功
を
あ
げ
て
お
り
︑
勝
茂
の

直
澄
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
期
待
感
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

蓮
池
藩
は
︑
直
澄
の
二
男
直
之
が
二
代
を
︑
三
代
は
直
澄
の
五
男
で
直
之
の
異
母
弟

直
称
が
︑
四
代
は
直
称
の
二
男
直
恒
が
︑
五
代
は
直
恒
の
長
男
直
興
が
︑
六
代
は
直
恒

の
四
男
で
直
興
の
異
母
弟
直
寛
が
︑
七
代
は
直
寛
の
長
男
直
温
が
︑
八
代
は
本
藩
八
代

藩
主
治
茂
の
四
男
直
與
が
︑
九
代
は
直
與
の
長
男
直
紀
が
継
承
し
明
治
維
新
を
迎
え
て

い
る
︒
直
紀
は
明
治
後
に
華
族
に
列
し
︑
同
十
七
年
七
月
八
日
に
子
爵
を
授
爵
し
て
い

る
︒
十
代
は
本
藩
十
代
藩
主
直
正
︵
閑
叟
︶
の
八
男
直
柔
が
︑
十
一
代
は
直
柔
の
長
男

直
和
が
︑
十
二
代
は
直
和
の
長
男
直
方
が
夭
逝
し
た
た
め
直
方
の
長
男
直
輝
が
僅
か
六

歳
で
子
爵
を
襲
爵
し
︑
現
当
主
︵
十
三
代
︶
は
︑
直
輝
の
長
男
直
弘
氏
で
あ
る
︒
本
藩

鍋
島
直
正
の
七
男
直
虎
は
小
城
鍋
島
家
を
︑
同
八
男
直
柔
は
蓮
池
鍋
島
家
を
︑
同
二
男

で
本
藩
十
一
代
直
大
の
四
男
直
縄
は
鹿
島
鍋
島
家
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
現
三

支
藩
家
は
す
べ
て
直
正
の
男
系
の
後
裔
と
な
る
︒

二

蓮
池
藩
鍋
島
家
の
菩
提
寺

蓮
池
の
宗
眼
寺
と
江
戸
の
成
願
寺

蓮
池
藩
鍋
島
家
の
菩
提
寺
は
︑
国
許
が
佐
賀
蓮
池
の
宗
眼
寺
︑
江
戸
は
中
野
の
成
願

寺
で
共
に
宗
旨
は
曹
洞
宗
で
あ
る
︒
正
覚
山
宗
眼
寺
︵
佐
賀
県
佐
賀
市
蓮
池
町
蓮
池
西

名
三
八
六
︱
一
︶
は
︑
明
暦
元
年
︵
一
六
五
五
︶
傳
国
周
的
に
よ
り
開
山
さ
れ
︑
当
初

は
雨
降
山
潜
龍
寺
と
称
し
て
い
た
が
︑
寛
文
九
年
︵
一
六
六
九
︶
三
月
五
日
に
鍋
島
直

澄
が
肥
前
国
塩
田
︵
佐
賀
県
嬉
野
市
塩
田
︶
で
死
去
し
︑
同
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
こ
と
か

ら
直
澄
の
戒
名
﹁
宗
眼
﹂
よ
り
現
山
号
寺
号
に
改
称
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
二
代
直

之
以
降
の
歴
代
藩
主
・
正
室
と
佐
賀
で
死
去
し
た
婦
女
子
の
ほ
か
︑
直
澄
の
長
男
直
守

を
始
祖
と
す
る
鍋
島
右
近
家
な
ど
一
族
の
葬
地
と
な
っ
て
い
る
︒

多
宝
山
成
願
寺
︵
東
京
都
中
野
区
本
町
二
︱
二
六
︱
六
︶
は
︑
永
享
十
年
︵
一
四
三

八
︶
に
紀
伊
国
熊
野
出
身
の
中
野
長
者
鈴
木
九
郎
に
よ
り
創
建
さ
れ
た
寺
院
で
あ
る
︒

鈴
木
は
愛
娘
の
小
笹
が
夭
折
し
た
の
を
期
に
︑
残
り
の
人
生
を
仏
門
に
捧
げ
る
こ
と
を

決
意
し
︑
相
模
国
小
田
原
の
大
雄
山
最
乗
寺
五
世
舂
屋
宗
能
の
教
え
を
受
け
出
家
し
︑

﹁
正
蓮
﹂
と
号
し
邸
宅
を
寺
院
と
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
︒
当
初
は
︑
小
笹
の
戒
名
で

あ
る
﹁
真
正
観
光
善
女
﹂
よ
り
正
観
寺
と
称
し
て
い
た
が
︑
江
戸
期
に
再
興
さ
れ
た
時

﹁
願
い
が
成
る
よ
う
に
﹂
と
現
山
号
寺
号
に
改
称
さ
れ
て
い
る
が
︑
鍋
島
家
の
創
建
寺
院

で
は
な
い
こ
と
か
ら
同
家
関
連
の
法
号
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
︒
同
寺
に
最
初
に
埋
葬

さ
れ
た
の
は
︑
寛
文
九
年
︵
一
六
六
九
︶
十
一
月
二
十
八
日
に
夭
折
し
た
二
代
直
之
の

長
男
千
熊
で
︑
以
降
︑
江
戸
で
死
去
し
た
婦
女
子
の
葬
地
と
な
っ
て
い
る
︒

両
寺
以
外
に
も
初
代
直
澄
正
室
牟
利
の
墓
碑
が
︑
佐
賀
の
高
傳
寺
と
江
戸
の
賢
崇
寺

に
︑
九
代
直
紀
正
室
常
の
墓
碑
も
小
城
の
玉
毫
寺
に
建
碑
さ
れ
て
い
る
︒

江
戸
期
に
死
去
し
た
全
藩
主
と
正
室
の
葬
地
を
見
る
と
︑
正
保
二
年
︵
一
六
四
五
︶

正
月
二
十
七
日
︑
最
初
に
死
去
し
た
初
代
直
澄
の
正
室
牟
利
だ
け
が
佐
賀
の
慶
誾
寺
に

埋
葬
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
以
降
に
死
去
し
た
藩
主
と
正
室
は
︑
江
戸
で
死
去
し
て
も
︑

す
べ
て
蓮
池
の
宗
眼
寺
に
帰
葬
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
江
戸
の
成
願
寺
に
は
︑
一
人

の
藩
主
や
正
室
も
埋
葬
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
遺
髪
な
ど
を
埋
納
し
た
供
養
塔
も
建
碑
さ
れ

て
い
な
い
︒
ま
た
︑
多
く
の
諸
侯
が
供
養
塔
を
建
て
た
高
野
山
金
剛
峯
寺
で
も
︑
佐
賀

本
藩
は
数
基
見
ら
れ
る
が
︑
三
支
藩
家
の
墓
碑
は
一
基
も
建
碑
さ
れ
て
い
な
い
︒

四
代
直
恒
の
仮
葬
地
と
本
葬
地

唯
一
︑
江
戸
期
に
江
戸
に
お
い
て
死
去
し
た
藩
主
が
四
代
直
恒
で
あ
る
︒
直
恒
は
︑

寛
延
二
年
︵
一
七
四
九
︶
十
月
十
六
日
︑
江
戸
赤
坂
龍
土
邸
︵
東
京
都
港
区
六
本
木
︶

秋 元 茂 陽

22



で
死
去
し
︑
四
日
後
の
二
十
日
に
衾
邑
︵
東
京
都
目
黒
区
八
雲
︶
に
仮
埋
葬
さ
れ
︑
同

年
十
二
月
二
十
九
日
に
蓮
池
の
宗
眼
寺
へ
改
葬
さ
れ
て
い
る
︒
現
在
︑
成
願
寺
の
鍋
島

家
の
墓
域
内
に
は
︑
夭
折
子
女
の
墓
碑
に
挟
ま
れ
て
直
恒
の
一
周
忌
に
埋
葬
及
び
改
葬

の
経
緯
が
刻
字
さ
れ
た
石
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
墓
域
の
入
口
に
は
仮
埋
葬

さ
れ
て
い
た
衾
邑
で
︑
直
恒
の
墓
標
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
自
然
石
が

置
か
れ
て
お
り
︑
遺
骸
が
蓮
池
へ
改
葬
さ
れ
た
後
に
同
所
へ
移
転
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
︒

仏
教
か
ら
神
道
へ
の
改
宗
と
そ
の
時
期

最
後
の
藩
主
九
代
直
紀
は
︑
明
治
維
新
後
に
蓮
池
藩
知
事
を
経
て
華
族
に
列
し
た
こ

と
か
ら
東
京
に
在
住
す
る
こ
と
に
な
る
︒
明
治
以
降
︑
最
初
に
死
去
し
た
の
は
︑
明
治

六
年
に
東
京
で
夭
折
し
た
直
紀
の
七
男
龍
吉
郎
で
︑
江
戸
の
菩
提
寺
で
あ
る
成
願
寺
に

埋
葬
さ
れ
た
が
︑
同
八
年
に
同
じ
く
東
京
で
夭
折
し
た
同
八
男
順
時
は
︑
青
山
霊
園
に

埋
葬
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
葬
地
の
変
更
は
鍋
島
家
が
︑
そ
れ
ま
で
帰
依
し
た
仏
教
か
ら

神
道
へ
改
宗
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
︑
実
際
に
は
神
道
に
改
宗
後
も
︑
暫
く

江
戸
の
菩
提
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
事
案
も
多
く
見
ら
れ
る
が
︑
そ
の
場
合
は
墓
碑
に
法
号

で
は
な
く
俗
名
が
刻
字
さ
れ
て
い
る
︒
成
願
寺
に
建
碑
さ
れ
た
龍
吉
郎
の
墓
碑
に
は
︑

法
号
が
刻
字
さ
れ
墓
形
も
仏
教
形
式
の
五
輪
塔
で
あ
る
が
︑
青
山
霊
園
に
建
碑
さ
れ
て

い
た
順
時
の
墓
碑
が
既
に
改
葬
さ
れ
旧
石
が
現
存
し
て
い
な
い
た
め
建
立
当
時
の
墓
形

は
不
明
で
あ
る
が
︑
現
存
す
る
墓
誌
に
は
法
号
で
は
な
く
俗
名
が
刻
字
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
推
測
す
る
と
︑
一
般
的
な
神
道
墓
で
あ
る
角
石
墓
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
︑﹃
公
儀
被
差
上
候
三
家
系
図
﹄
の
蓮
池
藩
鍋
島
家
の
系
譜
を
見
て
も
︑
龍
吉
郎
の

項
に
は
法
号
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
順
時
の
項
に
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
以
降
の
当

主
や
婦
女
子
に
も
誰
一
人
︑
法
号
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
鍋
島
家
が

神
道
へ
改
宗
し
た
時
期
は
︑
二
男
子
が
夭
折
し
た
明
治
六
年
か
ら
同
八
年
の
期
間
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
以
降
︑
鍋
島
家
で
は
︑
離
縁
し
実
家
に
戻
り
蓮
池
の
宗
眼
寺
に

埋
葬
さ
れ
た
敏
子
以
外
は
︑
す
べ
て
青
山
霊
園
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
︒

三

初
代
直
澄
正
室
牟
利
の
墓
碑

牟
利
の
本
墓

現
在
︑
肥
前
領
内
に
は
︑
高
傳
寺
と
宗
眼
寺
の
二
箇
寺
に
牟
利
の
墓
碑
が
建
碑
さ
れ

て
い
る
が
︑
本
葬
地
で
あ
る
慶
誾
寺
︵
佐
賀
県
佐
賀
市
本
庄
町
鹿
子
二
七
︶
に
は
現
存

し
て
い
な
い
︒
明
治
四
年
︑
佐
賀
本
藩
の
十
一
代
藩
主
鍋
島
直
大
は
︑
肥
前
領
内
の
各

所
に
建
碑
さ
れ
て
い
た
龍
造
寺
家
と
鍋
島
家
婦
女
子
の
墓
碑
を
高
傳
寺
へ
移
転
改
葬
し

て
い
る
が
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄﹁
明
治
四
年
十
一
月
改
葬
墓
一
覧
﹂
を
見
て
も
︑
そ

の
中
に
牟
利
の
名
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
︒
た
だ
︑
一
覧
に
牟
利
の
名
が
無
い
こ
と
か

ら
安
易
に
改
葬
は
さ
れ
て
い
な
い
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
い
く
つ
か
の
仮
説
が

考
え
ら
れ
る
︒
ま
ず
︑
一
覧
に
列
記
さ
れ
た
鍋
島
家
全
二
十
六
霊
が
︑
す
べ
て
本
藩
の

婦
女
子
で
高
傳
寺
に
改
葬
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
牟
利
は
本
藩
忠
直
の
正
室
で
は

あ
る
が
︑
最
終
的
な
続
柄
は
蓮
池
藩
主
鍋
島
直
澄
の
正
室
で
あ
る
た
め
に
記
載
さ
れ
な

か
っ
た
︑
ま
た
は
高
傳
寺
以
外
の
寺
院
に
改
葬
さ
れ
た
︑
ま
た
は
改
葬
さ
れ
た
の
が
明

治
四
年
で
は
な
く
︑
以
降
で
あ
っ
た
た
め
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
︒
た
だ
︑
考
察
を
重
ね
る
と
高
傳
寺
と
宗
眼
寺
の
両
墓
碑
と
も
慶
誾
寺
か
ら
移
転
さ

れ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
疑
問
点
が
多
く
見
ら
れ
る
︒
両
墓
碑
を
見
る
と
︑
と
も
に
同
形

式
の
五
輪
塔
墓
で
は
あ
る
が
︑
高
傳
寺
の
墓
碑
の
全
高
が
二
四
九
㎝
で
あ
る
の
に
対

し
︑
宗
眼
寺
の
墓
碑
は
二
○
六
㎝
で
︑
大
き
な
差
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は

高
傳
寺
の
墓
碑
が
本
藩
世
子
忠
直
の
正
室
と
し
て
︑
一
方
︑
宗
眼
寺
の
墓
碑
は
支
藩
の

蓮池藩主鍋島家の墓碑
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蓮
池
藩
主
直
澄
の
正
室
と
し
て
建
碑
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒

佐
賀
本
藩
で
慶
誾
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
正
室
は
︑
牟
利
と
二
代
光
茂
継
室
甘
の
二
人
だ

け
で
あ
る
︒
明
治
四
年
︑
慶
誾
寺
か
ら
高
傳
寺
へ
改
葬
さ
れ
た
甘
の
墓
碑
は
︑
夫
で
あ

る
光
茂
の
墓
碑
に
隣
接
し
同
基

(１
)

台
上
に
移
転
改
葬
さ
れ
て
い
る
が
︑
牟
利
の
墓
碑
が
建

碑
さ
れ
て
い
る
墓
域
は
︑
元
夫
の
忠
直
の
ほ
か
歴
代
藩
主
と
正
室
の
墓
域
と
は
異
な
る

お
子
様
墓
地
内
で
あ
る
︒
た
だ
︑
甘
の
墓
碑
が
全
高
二
○
二
㎝
と
小
規
模
で
あ
る
こ
と

か
ら
︑
光
茂
の
墓
域
内
へ
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
が
︑
全
高
が
二
四
九
㎝

の
牟
利
の
墓
碑
を
手
狭
な
忠
直
の
墓
域
内
へ
移
転
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と

言
え
る
︒
二
人
の
没
年
を
見
る
と
︑
牟
利
は
正
保
二
年
︵
一
六
四
五
︶︑
甘
は
寛
文
五
年

︵
一
六
六
五
︶
で
あ
る
こ
と
か
ら
先
に
建
碑
さ
れ
︑
し
か
も
藩
主
で
は
な
く
世
子
の
正
室

で
あ
る
牟
利
の
墓
碑
の
方
が
︑
正
室
で
あ
る
甘
の
墓
碑
よ
り
も
規
模
が
大
き
い
こ
と
に

不
自
然
さ
を
感
じ
ざ
る
え
な
い
︒
た
だ
死
亡
時
︑
甘
は
継
室
で
は
あ
っ
た
が
︑
当
初
は

側
室
で
あ
っ
た
た
め
に
墓
碑
の
規
模
が
︑
二
十
年
前
に
死
去
し
た
牟
利
の
墓
碑
︵
全
高

二
四
九
㎝
︶
と
︑
四
十
一
年
前
に
死
去
し
た
初
代
勝
茂
継
室
菊
の
墓
碑
︵
全
高
二
五
三

㎝
︶
よ
り
も
小
規
模
に
建
碑
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
葬
地
に
関
し
て
も
︑

牟
利
は
藩
主
の
正
室
で
は
な
く
︑
甘
も
元
側
室
で
あ
る
た
め
本
菩
提
寺
で
あ
る
高
傳
寺

に
は
入
れ
ず
︑
準
菩
提
寺
で
あ
る
慶
誾
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
更
に
︑
牟

利
は
支
藩
直
澄
の
正
室
で
は
あ
る
が
本
藩
光
茂
の
生
母
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
︑
甘
の
墓

碑
が
慶
誾
寺
か
ら
高
傳
寺
へ
移
転
改
葬
さ
れ
た
時
に
︑
同
時
に
牟
利
の
墓
碑
も
改
葬
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
も
不
自
然
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を
考
慮
す
る
と
現
在
︑
高
傳
寺
に
建
碑

さ
れ
て
い
る
牟
利
の
墓
碑
は
︑
慶
誾
寺
か
ら
の
移
転
墓
で
は
な
く
︑
当
初
か
ら
同
寺
に

建
碑
さ
れ
て
い
た
墓
碑
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

牟
利
の
墓
碑
の
真
実

そ
う
な
る
と
蓮
池
の
宗
眼
寺
に
建
碑
さ
れ
て
い
る
牟
利
の
墓
碑
こ
そ
が
慶
誾
寺
か
ら

移
転
さ
れ
た
本
墓
な
の
か
と
言
え
ば
︑
こ
ち
ら
に
も
疑
問
符
が
つ
く
︒
宗
眼
寺
に
建
碑

さ
れ
て
い
る
歴
代
藩
主
と
正
室
の
墓
碑
を
見
る
と
︑
幕
末
の
元
治
元
年
︵
一
八
六
四
︶

に
死
去
し
た
八
代
直
與
ま
で
約
二
○
○
年
間
︑
初
代
直
澄
の
墓
碑
と
同
形
式
︑
同
規
模

の
五
輪
塔
墓
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
︒
初
代
直
澄
墓
の
全
高
は
二
○
七
㎝
︑
同
室
牟
利
は

二
○
六
㎝
で
︑
そ
の
差
は
僅
か
一
㎝
︑
八
代
直
與
墓
は
二
三
二
㎝
︑
同
室
墓
は
二
三
四

㎝
︑
同
継
室
墓
は
二
二
五
㎝
で
全
体
的
に
二
十
五
㎝
ほ
ど
高
く
な
っ
て
は
い
る
が
︑
各

藩
主
と
同
室
墓
の
全
高
は
︑
ほ
ぼ
同
規
模
で
推
移
さ
れ
て
い
る
︒

同
様
に
︑
高
傳
寺
に
建
碑
さ
れ
て
い
る
佐
賀
本
藩
の
歴
代
藩
主
と
正
室
の
墓
形
を
見

る
と
︑
宗
眼
寺
の
蓮
池
藩
主
家
の
各
藩
主
・
正
室
墓
と
同
形
式
の
佐
賀
型
の
五
輪
塔
墓

を
踏
襲
し
て
い
る
が
︑
墓
碑
の
全
高
は
蓮
池
藩
主
家
よ
り
も
二
○
～
四
○
㎝
ほ
ど
高
い

二
五
○
㎝
ほ
ど
で
あ
る
︒
た
だ
︑
唯
一
︑
初
葬
地
が
高
傳
寺
で
は
な
く
慶
誾
寺
で
あ
る

甘
の
墓
碑
の
全
高
が
︑
歴
代
藩
主
と
正
室
の
墓
碑
よ
り
も
五
○
㎝
ほ
ど
低
い
二
○
二
㎝

で
︑
宗
眼
寺
の
牟
利
墓
︵
二
○
六
㎝
︶
と
ほ
ぼ
同
規
模
で
あ
る
︒
規
模
だ
け
に
注
視
す

る
と
︑
宗
眼
寺
の
墓
碑
が
慶
誾
寺
か
ら
移
転
さ
れ
た
墓
碑
で
は
と
疑
い
た
く
な
る
が
︑

甘
と
牟
利
の
両
墓
碑
と
も
同
形
式
の
佐
賀
型
の
五
輪
塔
墓
で
は
あ
る
が
︑
直
澄
と
牟
利

の
両
墓
が
完
全
な
類
似
墓
と
し
て
同
規
模
に
建
碑
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
︑
甘
と
牟
利

の
両
墓
に
は
各
部
位
に
多
く
の
形
式
的
な
相
違
が
見
ら
れ
る
︒

直
澄
の
死
後
︑
直
澄
の
墓
碑
を
宗
眼
寺
に
建
碑
す
る
に
あ
た
り
︑
す
で
に
死
去
し
慶

誾
寺
に
建
碑
さ
れ
て
い
た
牟
利
の
墓
碑
を
基
本
と
し
︑
同
形
︑
同
規
格
の
模
擬
墓
を
建

碑
し
た
と
は
極
め
て
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
よ
り
も
宗
眼
寺
に
牟
利
の
墓
碑

を
建
碑
す
る
折
︑
慶
誾
寺
か
ら
本
墓
を
移
転
す
る
の
で
は
な
く
︑
新
た
に
直
澄
の
墓
碑

と
同
形
︑
同
規
模
の
模
擬
墓
を
建
碑
し
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
る
︒
結
論
と
し
て
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は
︑
高
傳
寺
と
宗
眼
寺
に
建
碑
さ
れ
て
い
る
牟
利
の
両
墓
碑
と
も
︑
当
初
か
ら
両
寺
院

に
建
碑
さ
れ
て
い
た
も
の
で
︑
慶
誾
寺
か
ら
移
転
さ
れ
た
墓
碑
で
は
な
い
と
言
う
こ
と

で
あ
る
︒
改
め
て
整
理
を
す
る
と
︑
牟
利
の
墓
碑
は
埋
葬
さ
れ
た
慶
誾
寺
に
本
墓
を
︑

同
時
に
佐
賀
の
高
傳
寺
と
江
戸
の
賢
崇
寺
に
も
遺
髪
？
を
埋
納
し
た
供
養
塔
を
︑
そ
の

後
︑
夫
直
澄
の
死
後
︑
宗
眼
寺
に
も
直
澄
墓
と
同
形
の
供
養
塔
が
建
碑
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
こ
の
時
点
で
牟
利
の
墓
碑
は
︑
肥
前
領
内
の
慶
誾
寺
︑
高
傳
寺
︑
宗
眼
寺
の

三
箇
寺
と
江
戸
の
賢
崇
寺
も
含
め
四
箇
寺
に
建
碑
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

牟
利
の
旧
墓
碑
の
行
方

現
在
︑
初
葬
地
で
あ
る
慶
誾
寺
に
は
︑
牟
利
の
本
墓
は
現
存
し
て
い
な
い
が
︑
で
は

遺
骸
改
葬
の
経
緯
と
︑
旧
石
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
宗
眼
寺

に
新
設
さ
れ
た
牟
利
の
墓
碑
は
︑
直
澄
の
本
墓
と
同
時
に
建
碑
さ
れ
た
供
養
塔
と
言
え

る
が
︑
当
初
か
ら
慶
誾
寺
よ
り
遺
骸
を
改
葬
す
る
予
定
で
建
碑
さ
れ
た
本
墓
で
あ
る
と

言
え
る
︒
慶
誾
寺
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
牟
利
の
遺
骸
は
︑
宗
眼
寺
に
再
埋
葬
さ
れ
た
︑

ま
た
は
火
葬
さ
れ
宗
眼
寺
と
︑
既
に
遺
髪
？
が
埋
納
さ
れ
て
い
た
高
傳
寺
︑
更
に
賢
崇

寺
に
も
分
骨
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
前
述
の
通
り
宗
眼
寺
に
新
設
さ
れ
た
牟
利
の
墓

碑
は
︑
本
墓
と
し
て
夫
直
澄
の
墓
碑
と
同
形
︑
同
規
模
に
設
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑

同
じ
く
高
傳
寺
に
建
碑
さ
れ
た
供
養
塔
も
本
藩
の
基
準
で
設
計
さ
れ
て
お
り
︑
当
初
か

ら
宗
眼
寺
︑
ま
た
は
高
傳
寺
へ
墓
碑
を
移
転
す
る
予
定
も
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

し
か
し
︑
牟
利
の
本
墓
で
あ
る
旧
石
が
改
葬
後
に
廃
棄
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
分
解

さ
れ
︑
宗
眼
寺
に
新
設
さ
れ
た
墓
碑
の
地
下
に
埋
納
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

五
輪
塔
墓
は
︑
五
つ
の
部
位
︵
五
輪
︶
か
ら
な
り
︑
そ
れ
ら
を
組
み
立
て
た
も
の
で
あ

る
た
め
︑
分
解
す
る
と
は
破
砕
す
る
こ
と
で
は
な
く
解
体
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
る
︒

宗
眼
寺
で
各
藩
主
夫
妻
の
墓
域
面
積
を
見
て
も
︑
初
代
直
澄
夫
妻
の
墓
域
が
一
番
広
大

で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
十
分
に
埋
納
す
る
た
め
の
余
地
が
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

で
は
︑
初
葬
地
で
あ
る
慶
誾
寺
に
建
碑
さ
れ
た
牟
利
の
本
墓
は
︑
ど
の
様
な
形
式
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
牟
利
の
死
亡
時
に
は
︑
ま
だ
夫
直
澄
が
健
在
で
あ
っ
た
た
め

蓮
池
藩
鍋
島
家
の
墓
制
は
確
立
さ
れ
て
は
い
な
い
が
︑
蓮
池
藩
で
は
本
藩
の
墓
制
を
踏

襲
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
既
に
高
傳
寺
に
建
碑
さ
れ
て
い
た
本
藩
初
代
継
室
菊
の
墓
碑

と
同
形
の
五
輪
塔
墓
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
規
模
に
関
し
て
は
︑
高
傳
寺
に

建
碑
さ
れ
た
供
養
塔
よ
り
小
規
模
で
︑
二
十
年
後
に
慶
誾
寺
に
建
碑
さ
れ
た
本
藩
二
代

継
室
甘
の
墓
碑
と
︑
ほ
ぼ
同
規
模
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

高
傳
寺
に
建
碑
さ
れ
た
牟
利
の
供
養
塔
は
︑
な
ぜ
夫
忠
直
の
墓
所
と
は
遠
く
離
れ
た

﹁
お
子
様
墓
地
﹂
内
に
建
碑
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
高
傳
寺
に
建
碑
さ
れ
た
佐
賀
本

藩
の
各
藩
主
の
墓
所
は
︑
宗
眼
寺
の
蓮
池
藩
主
墓
と
同
様
に
︑
同
室
・
同
継
室
墓
と
共

に
︑
四
囲
を
石
柵
で
囲
ま
れ
た
各
墓
域
内
に
並
建
さ
れ
て
い
る
が
︑
忠
直
の
墓
所
だ
け

は
単
独
墓
で
あ
る
︒
牟
利
は
︑
蓮
池
藩
主
直
澄
の
正
室
で
は
あ
る
が
本
藩
藩
主
光
茂
の

生
母
で
も
あ
る
た
め
︑
本
藩
と
し
て
も
高
傳
寺
に
墓
碑
を
建
碑
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
︒
し
か
し
︑
牟
利
は
蓮
池
藩
主
直
澄
の
正
室
で
あ
る
た
め
︑
忠
直
の
元
正
室
と

言
う
微
妙
な
立
場
を
考
慮
し
︑
忠
直
の
墓
域
内
に
並
建
す
る
の
で
は
な
く
︑
別
域
内
に

建
碑
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

供
養
塔
の
建
碑
と
そ
の
要
因

玉
毫
寺
︵
佐
賀
県
小
城
市
三
日
月
町
織
島
一
六
五
八
︶
は
︑
常
の
実
家
で
あ
る
小
城

藩
鍋
島
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
︒
玉
毫
寺
に
は
︑
常
の
父
鍋
島
直
堯
が
埋
葬
さ
れ
て
お
り

実
家
の
菩
提
寺
に
供
養
塔
を
建
碑
し
た
こ
と
に
な
る
︒
婚
家
の
菩
提
寺
に
埋
葬
さ
れ
実

家
の
菩
提
寺
に
も
分
骨
墓
︑
ま
た
は
遺
髪
な
ど
を
埋
納
し
た
供
養
塔
を
建
碑
す
る
こ
と

は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
︑
多
く
の
大
名
家
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
小
城
藩
鍋

蓮池藩主鍋島家の墓碑
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島
家
の
系
譜
を
見
る
と
︑
江
戸
期
に
死
去
し
た
息
女
の
内
︑
二
十
人
程
が
他
家
へ
嫁
し

て
い
る
が
︑
実
家
の
菩
提
寺
に
も
供
養
塔
を
建
碑
し
た
の
は
常
の
ほ
か
︑
同
家
の
も
う

一
つ
の
菩
提
寺
で
あ
る
星
巌
寺
に
建
碑
さ
れ
た
元
延
の
息
女
で
横
岳
邑
主
鍋
島
茂
和
室

才
の
二
人
だ
け
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
他
家
へ
嫁
し
た
息
女
す
べ
て
の
供
養
塔
が
建
碑
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
皆
無
な
事
例
で
も
な
い
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
佐
賀
本
藩
で
も
江
戸
初
期
に
三
支
藩
家
以
外
の
大
名
家
へ
嫁
し
た
息
女
の
供

養
塔
が
︑
佐
賀
城
下
内
の
高
傳
寺
以
外
の
寺
院
に
建
碑
さ
れ
て
い
る
が
︑
三
支
藩
家
や

御
一
門
家
へ
嫁
し
た
息
女
の
供
養
塔
は
建
碑
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
要
因
と
し
て
は
︑

婚
家
の
大
名
家
と
御
一
門
家
と
の
石
高
に
よ
る
格
差
と
︑
通
常
︑
大
名
家
へ
嫁
し
た
息

女
は
江
戸
の
菩
提
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
が
︑
御
一
門
家
で
あ
れ
ば
肥
前
領
内
の
菩
提
寺
に

埋
葬
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
葬
地
が
肥
前
領
内
で
あ
れ
ば
︑
墓
参
も
可

能
で
あ
る
が
︑
江
戸
と
佐
賀
間
は
遙
か
遠
く
墓
参
も
ま
ま
な
ら
な
い
た
め
肥
前
領
内
に

供
養
塔
を
建
碑
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
小
城
藩
鍋
島
家
で
は
︑
佐
賀
本
藩
で
は
見
ら
れ

な
い
支
藩
と
御
一
門
に
嫁
し
た
息
女
の
供
養
塔
が
二
基
で
は
あ
る
が
建
碑
さ
れ
た
こ
と

に
な
る
︒
ま
た
︑
蓮
池
藩
の
宗
眼
寺
と
鹿
島
藩
の
普
明
寺
・
泰
智
寺
で
は
︑
他
家
に
嫁

し
た
息
女
の
供
養
塔
は
一
基
も
建
碑
さ
れ
て
い
な
い
︒

四

蓮
池
藩
主
家
の
墓
碑
考
察

蓮
池
藩
鍋
島
家
全
墓
碑
の
墓
形
と
そ
の
比
率

蓮
池
藩
鍋
島
家
の
墓
碑
は
︑
宗
眼
寺
で
は
本
堂
の
右
側
奥
に
位
置
す
る
東
墓
地
に
︑

藩
主
・
正
室
な
ど
全
十
九
基
の
︑
本
堂
の
左
側
に
位
置
す
る
一
般
墓
地
内
の
西
墓
地
に

は
︑
婦
女
子
な
ど
全
二
十
六
基
の
墓
碑
が
建
碑
さ
れ
て
い
る
︒
現
在
の
総
墓
碑
数
は
︑

宗
眼
寺
の
東
西
墓
地
に
四
十
五
基
︑
高
傳
寺
に
一
基
︑
玉
毫
寺
に
一
基
︑
成
願
寺
に
は

直
恒
の
旧
石
？
と
改
葬
等
の
経
緯
を
刻
字
し
た
石
碑
を
含
み
十
基
︑
賢
崇
寺
に
一
基
︑

青
山
霊
園
に
一
基
の
計
五
十
九
基
で
あ
る
︒

全
五
十
九
基
の
墓
形
を
見
る
と
︑
五
輪
塔
墓
が
四
十
九
基
︑
長
方
形
墓
が
二
基
︑
卵

塔
墓
が
二
基
︑
角
石
墓
が
二
基
︑
笠
塔
婆
墓
が
二
基
︑
自
然
石
墓
が
一
基
︑
立
方
体
墓

が
一
基
で
あ
る
︒
次
に
︑
寺
院
別
に
見
る
と
︑
宗
眼
寺
で
は
五
輪
塔
墓
が
四
十
一
基
︑

卵
塔
墓
が
二
基
︑
角
石
墓
が
一
基
︑
長
方
形
墓
が
一
基
︑
高
傳
寺
と
賢
崇
寺
で
は
五
輪

塔
墓
が
各
一
基
︑
玉
毫
寺
で
は
笠
塔
婆
墓
が
一
基
︑
成
願
寺
で
は
五
輪
塔
墓
が
六
基
︑

笠
塔
婆
墓
が
一
基
︑
長
方
形
墓
が
一
基
︑
自
然
石
墓
が
一
基
︑
立
方
体
墓
が
一
基
︑
青

山
霊
園
で
は
角
石
墓
が
一
基
で
あ
る
︒
地
域
別
に
見
る
と
︑
佐
賀
で
は
五
輪
塔
墓
が
四

十
二
基
︑
卵
塔
墓
が
二
基
︑
笠
塔
婆
墓
が
一
基
︑
角
石
墓
が
一
基
︑
長
方
形
墓
が
一
基

の
計
四
十
七
基
︑
江
戸
︵
東
京
︶
で
は
︑
五
輪
塔
墓
が
七
基
︑
笠
塔
婆
墓
が
一
基
︑
角

石
墓
が
一
基
︑
長
方
形
墓
が
一
基
︑
自
然
石
墓
が
一
基
︑
立
方
体
墓
が
一
基
の
計
十
二

基
で
あ
る
︒
死
亡
年
で
区
分
す
る
と
︑
江
戸
期
は
佐
賀
で
は
五
輪
塔
墓
が
四
十
三
基
︑

卵
塔
墓
が
二
基
︑
笠
塔
婆
墓
が
一
基
︑
江
戸
で
は
五
輪
塔
墓
が
五
基
︑
笠
塔
婆
墓
が
一

基
︑
長
方
形
墓
が
一
基
︑
自
然
石
墓
が
一
基
︑
立
方
体
墓
が
一
基
の
計
五
十
六
基
︑
明

治
以
降
は
佐
賀
で
は
角
石
墓
が
一
基
︑
長
方
形
墓
が
一
基
︑
東
京
で
は
五
輪
塔
墓
が
一

基
︑
角
石
墓
が
一
基
の
計
四
基
で
あ
る
︒

こ
の
墓
形
別
の
数
値
を
見
る
と
︑
蓮
池
藩
鍋
島
家
の
主
墓
形
が
︑
実
に
全
五
十
九
基

中
︑
四
十
九
基
も
建
碑
さ
れ
︑
そ
の
比
率
が
83
％
に
及
ぶ
五
輪
塔
墓
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
︒
ま
た
︑
明
治
以
降
は
神
道
に
改
宗
し
て
い
る
た
め
江
戸
期
に
限
定
す
る
と
︑
そ

の
比
率
は
88
％
で
あ
り
︑
宗
眼
寺
に
限
定
す
る
と
更
に
95
％
に
跳
ね
上
が
る
︒
通
常
︑

卵
塔
墓
は
僧
侶
の
墓
形
と
し
て
多
く
見
ら
れ
る
が
︑
宗
眼
寺
で
卵
塔
を
建
碑
し
た
二
霊

が
僧
籍
に
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
事
実
上
は
１
０
０
％
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

の
で
あ
る
︒
一
方
︑
江
戸
で
も
全
十
二
基
中
︑
改
葬
を
刻
字
し
た
石
碑
と
明
治
以
降
の
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墓
碑
を
差
し
引
い
た
五
輪
塔
墓
の
建
碑
率
は
実
に
70
％
で
︑
佐
賀
ほ
ど
で
は
な
い
が
︑

江
戸
で
も
高
い
比
率
で
建
碑
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

鍋
島
四
藩
主
家
の
墓
制

鍋
島
四
藩
主
家
の
墓
制
を
見
る
と
︑
大
き
く
三
種
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
藩

主
と
正
室
の
墓
形
を
主
に
分
類
を
す
る
と
︑
第
一
に
佐
賀
本
藩
鍋
島
家
の
国
許
に
お
い

て
五
輪
塔
墓
を
統
一
踏
襲
し
︑
更
に
夭
折
子
女
や
江
戸
で
も
五
輪
塔
墓
を
建
碑
す
る
完

全
統
一
形
式
で
あ
る
︒
第
二
に
小
城
藩
鍋
島
家
に
見
ら
れ
る
複
数
の
墓
形
を
有
し
︑
更

に
子
女
も
異
な
る
墓
形
を
建
碑
す
る
多
種
形
式
で
あ
る
︒
第
三
に
鹿
島
藩
鍋
島
家
の
国

許
鹿
島
で
見
ら
れ
る
二
種
統
一
形
式
で
︑
二
箇
寺
の
菩
提
寺
を
持
ち
︑
夫
々
の
寺
院
で

異
な
る
墓
形
で
あ
る
五
輪
塔
墓
と
笠
塔
婆
墓
を
踏
襲
す
る
形
式
で
あ
る
︒
蓮
池
藩
鍋
島

家
の
墓
制
は
︑
前
述
の
統
計
通
り
国
許
と
江
戸
と
も
婦
女
子
ま
で
も
五
輪
塔
墓
を
建
碑

す
る
佐
賀
本
藩
鍋
島
家
の
完
全
統
一
形
式
で
あ
る
︒

天
和
三
年
︵
一
六
八
三
︶
佐
賀
本
藩
は
︑
小
城
︑
蓮
池
︑
鹿
島
の
三
支
藩
に
対
し
︑

佐
賀
に
お
け
る
武
家
諸
法
度
﹁
三
家
格
式
﹂
を
公
布
し
縁
組
︑
隠
居
︑
相
続
な
ど
全
て

本
藩
の
許
可
を
必
要
と
す
る
な
ど
完
全
な
統
制
下
に
お
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
三
支
藩
家

で
は
あ
っ
た
が
︑
唯
一
︑
束
縛
が
無
く
自
由
が
認
め
ら
れ
例
外
と
さ
れ
た
の
が
宗
教
や

墓
制
に
関
し
て
で
あ
る
︒
前
述
の
通
り
四
藩
主
家
で
は
︑
三
種
の
墓
制
に
種
別
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
︑
三
支
藩
家
の
各
家
に
お
い
て
は
︑
菩
提
寺
や
そ
の
宗
旨
の
選
択
︑

墓
形
式
な
ど
葬
送
儀
礼
に
関
す
る
こ
と
ま
で
は
干
渉
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

三
支
藩
家
と
御
一
門
各
家
内
で
は
︑
自
由
に
墓
形
を
選
択
し
独
自
性
を
持
た
せ
た
が
︑

そ
れ
ら
各
陪

(２
)

臣
の
家
な
ど
で
は
︑
各
主
家
が
建
碑
し
た
中
か
ら
自
家
の
墓
形
を
選
択
し

た
と
言
え
る
︒
薩
摩
藩
で
も
島
津
家
御
一
門
内
で
は
︑
宝
篋
印
塔
墓
︑
五
輪
塔
墓
︑
笠

塔
婆
墓
︑
四
角
錐
墓
︑
神
殿
型
墓
の
五
種
を
主
墓
形
と
し
て
い
る
が
︑
薩
摩
・
大
隅
領

内
の
各

(３
)

麓
で
は
鍋
島
家
と
同
様
に
︑
そ
れ
ら
数
種
の
墓
形
か
ら
各
自
家
が
選
択
し
た
と

言
え
る
︒
薩
摩
藩
島
津
家
の
宗
旨
は
曹
洞
宗
で
︑
歴
代
藩
主
の
墓
形
は
宝
篋
印
塔
墓
で

あ
る
が
︑
支
藩
の
日
向
佐
土
原
藩
島
津
家
の
宗
旨
は
浄
土
宗
で
︑
歴
代
藩
主
の
墓
形
は

五
輪
塔
墓
で
あ
る
︒
こ
の
事
例
を
見
て
も
︑
他
家
で
も
宗
教
や
墓
制
に
関
し
て
は
例
外

と
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

佐
賀
本
藩
と
蓮
池
藩
の
関
係

で
は
︑
な
ぜ
蓮
池
藩
鍋
島
家
だ
け
は
︑
小
城
藩
や
鹿
島
藩
の
よ
う
に
自
由
な
墓
制
が

可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
宗
旨
︑
墓
形
︑
墓
制
ま
で
完
全
に
佐
賀
本
藩
に
追
従

し
︑
そ
の
特
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
大
き
な
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ

る
こ
と
は
︑
蓮
池
藩
成
立
に
至
た
る
過
程
に
お
い
て
藩
祖
直
澄
が
︑
実
父
で
あ
る
本
藩

鍋
島
勝
茂
よ
り
格
別
の
厚
遇
︵
愛
情
？
︶
を
受
け
て
い
る
こ
と
と
︑
自
ら
の
意
志
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
が
︑
直
澄
は
本
藩
世
子
で
同
母
兄
忠
直
の
正
室
牟
利
を
正
室
と
し
て

迎
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
忠
直
と
直
澄
は
同
母
兄
弟
で
あ
る
と
と
も
に
︑
本
藩
二
代

光
茂
と
蓮
池
藩
二
代
直
之
も
父
方
か
ら
見
れ
ば
従
兄
弟
で
あ
る
が
︑
母
方
か
ら
見
る
と

異
父
の
同
母
兄
弟
と
い
う
血
縁
の
濃
さ
が
影
響
し
て
い
る
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑
例
え

忠
直
と
直
澄
︑
光
茂
と
直
之
が
同
母
兄
弟
で
あ
っ
て
も
︑
封
建
社
会
に
お
い
て
は
本
家

と
分
家
︑
藩
主
と
家
臣
で
は
大
き
な
身
分
の
差
が
存
在
す
る
が
︑
蓮
池
藩
で
は
決
し
て

本
藩
よ
り
強
制
的
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
自
ら
の
意
志
で
本
藩
の
墓
制

を
踏
襲
し
た
と
思
わ
れ
る
︒

曹
洞
宗
と
黄
檗
宗

歴
代
藩
主
の
ほ
か
婦
女
子
の
墓
形
を
五
輪
塔
墓
に
完
全
統
一
し
踏
襲
し
た
佐
賀
本
藩

と
蓮
池
藩
の
二
家
と
︑
多
種
の
墓
形
を
建
碑
し
た
小
城
藩
と
︑
二
箇
寺
で
二
種
の
墓
形

蓮池藩主鍋島家の墓碑
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を
踏
襲
し
た
鹿
島
藩
の
二
家
に
お
い
て
大
き
な
相
違
点
と
言
え
る
の
が
︑
各
家
が
帰
依

し
た
宗
旨
で
あ
る
︒
四
藩
主
家
の
宗
旨
を
見
る
と
︑
完
全
統
一
形
式
の
墓
制
を
と
っ
た

佐
賀
本
藩
は
︑
佐
賀
で
は
高
傳
寺
︑
江
戸
で
は
賢
崇
寺
︑
同
じ
く
蓮
池
藩
は
蓮
池
で
は

宗
眼
寺
︑
江
戸
で
は
成
願
寺
で
︑
四
箇
寺
と
も
曹
洞
宗
で
あ
る
が
︑
多
種
形
式
の
小
城

藩
は
︑
小
城
で
は
星
巌
寺
と
玉
毫
寺
︑
江
戸
で
は
賢
崇
寺
︑
二
種
統
一
形
式
の
鹿
島
藩

は
鹿
島
で
は
普
明
寺
と
泰
智
寺
︑
江
戸
で
は
廣
岳
院
で
︑
小
城
藩
の
星
巌
寺
と
玉
毫
寺

は
︑
臨
済
宗
黄
檗
派
︵
現
・
黄
檗
宗
︶︑
賢
崇
寺
は
曹
洞
宗
︑
鹿
島
藩
の
普
明
寺
は
︑
臨

済
宗
黄
檗
派
︑
泰
智
寺
と
廣
岳
院
は
曹
洞
宗
で
︑
佐
賀
本
藩
と
蓮
池
藩
で
は
曹
洞
宗
の

単
一
で
あ
る
が
︑
小
城
藩
と
鹿
島
藩
で
は
曹
洞
宗
と
臨
済
宗
黄
檗
派
の
両
宗
を
帰
依
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

佐
賀
本
藩
で
は
︑
ま
だ
正
式
な
墓
制
が
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
江
戸
初
期
に
は
︑

夭
折
し
た
子
女
は
多
宗
旨
の
多
寺
院
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
︒
基
本
的
に
鍋
島
家
の
宗
旨

は
︑
曹
洞
宗
の
単
一
で
あ
っ
た
と
言
え
る
が
︑
佐
賀
本
藩
と
蓮
池
藩
で
は
五
輪
塔
墓
の

完
全
統
一
形
式
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
小
城
藩
と
鹿
島
藩
は
︑
そ
の
後
︑
新
た

に
臨
済
宗
黄
檗
派
を
帰
依
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
本
来
の
宗
旨
で
あ
る
曹
洞
宗
と
と
も
に

臨
済
宗
黄
檗
派
と
の
併
用
と
な
る
が
︑
実
質
的
に
は
臨
済
宗
黄
檗
派
が
主
宗
旨
と
な
り

小
城
藩
で
は
多
種
形
式
を
︑
鹿
島
藩
で
は
二
種
統
一
形
式
と
い
う
新
た
な
墓
制
を
誕
生

さ
せ
た
と
言
え
る
︒

黄
檗
宗
寺
院
を
菩
提
寺
に

こ
の
こ
と
か
ら
小
城
藩
と
鹿
島
藩
の
墓
制
は
︑
臨
済
宗
黄
檗
派
を
帰
依
し
た
こ
と
に

起
因
す
る
と
言
え
る
が
︑
曹
洞
宗
単
一
を
継
続
さ
せ
た
佐
賀
本
藩
で
も
三
代
綱
茂
が
︑

蓮
池
藩
で
も
初
代
直
澄
と
二
代
直
之
が
臨
済
宗
黄
檗
派
を
深
く
帰
依
し
て
い
た
こ
と
が

錦
織
亮
介
氏
の
論
文
﹁
小
城
・
黄
檗
宗
星
巌
寺
の
創
建
﹂
に
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
し
か

し
︑
臨
済
宗
黄
檗
派
を
帰
依
し
た
本
藩
綱
茂
と
蓮
池
藩
の
直
澄
︑
直
之
で
は
あ
る
が
︑

小
城
藩
と
鹿
島
藩
と
の
最
大
の
相
違
と
言
え
る
の
が
︑
領
地
内
に
臨
済
宗
黄
檗
派
寺
院

を
創
建
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
ま
で
の
曹
洞
宗
寺
院
で
は
︑

同
形
式
の
五
輪
塔
墓
の
完
全
統
一
で
踏
襲
さ
れ
て
い
た
た
め
︑
墓
碑
の
格
差
な
ど
は
規

模
の
大
小
で
し
か
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
小
城
藩
と
鹿
島
藩
が

各
領
地
内
に
創
建
し
た
臨
済
宗
黄
檗
派
の
星
巌
寺
︑
玉
毫
寺
︑
普
明
寺
に
お
い
て
六
角

形
墓
︑
笠
塔
婆
墓
︑
三
層
塔
墓
な
ど
の
多
種
形
式
の
墓
形
を
新
設
し
た
こ
と
に
よ
り
︑

墓
碑
の
格
差
を
大
小
以
外
に
も
墓
形
別
に
表
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま

り
本
藩
の
綱
茂
と
蓮
池
藩
の
直
澄
と
直
之
の
治
世
に
お
い
て
︑
臨
済
宗
黄
檗
派
寺
院
を

創
建
し
菩
提
寺
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
︑
三
藩
主
と
も
曹
洞
宗
寺
院
に
埋

葬
さ
れ
墓
形
も
同
宗
寺
院
で
踏
襲
さ
れ
て
い
る
五
輪
塔
墓
が
建
碑
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

結
論
と
し
て
は
︑
臨
済
宗
黄
檗
派
寺
院
の
創
建
の
有
無
が
︑
曹
洞
宗
の
完
全
統
一
形
式

を
踏
襲
す
る
の
か
︑
新
た
な
墓
制
を
誕
生
さ
せ
た
か
の
分
岐
点
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

仮
に
︑
佐
賀
本
藩
と
蓮
池
藩
の
各
領
地
内
に
お
い
て
も
臨
済
宗
黄
檗
派
寺
院
が
創
建

さ
れ
て
い
れ
ば
︑
両
宗
旨
の
併
用
と
な
り
両
家
で
も
五
輪
塔
墓
以
外
の
新
た
な
墓
形
が

建
碑
さ
れ
︑
異
な
る
墓
制
が
確
立
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
多
種
形
式

の
墓
制
を
確
立
さ
せ
た
小
城
藩
で
は
あ
る
が
︑
臨
済
宗
黄
檗
派
の
星
巌
寺
で
は
︑
四
代

元
延
と
五
代
直
英
︑
玉
毫
寺
で
は
六
代
直
員
の
三
藩
主
の
墓
形
は
︑
佐
賀
藩
と
蓮
池
藩

で
踏
襲
さ
れ
て
い
る
同
形
式
の
五
輪
塔
墓
も
建
碑
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
元
来
︑
臨

済
宗
と
曹
洞
宗
は
と
も
に
禅
宗
で
あ
り
多
く
の
大
名
家
よ
り
帰
依
さ
れ
て
い
る
た
め
︑

臨
済
宗
黄
檗
派
寺
院
で
も
曹
洞
宗
の
五
輪
塔
墓
を
完
全
に
排
除
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑

多
種
の
墓
形
の
一
つ
と
し
て
で
は
あ
る
が
建
碑
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
鹿
島

藩
の
菩
提
寺
で
あ
る
臨
済
宗
黄
檗
派
の
普
明
寺
で
は
︑
小
城
藩
と
は
異
な
り
五
輪
塔
墓

は
一
基
も
建
碑
さ
れ
て
い
な
い
︒
逆
に
︑
鹿
島
藩
の
も
う
一
つ
の
菩
提
寺
で
あ
る
曹
洞

秋 元 茂 陽

28



宗
の
泰
智
寺
で
は
︑
鹿
島
藩
主
家
で
は
五
輪
塔
墓
の
完
全
統
一
形
式
で
あ
る
が
︑
隣
接

す
る
同
家
支
族
の
鍋
島
家
の
墓
域
内
に
は
︑
六
基
で
は
あ
る
が
臨
済
宗
黄
檗
派
の
特
有

で
︑
普
明
寺
で
の
藩
主
と
正
室
の
墓
形
で
あ
る
六
角
笠
塔
婆
墓
が
建
碑
さ
れ
て
い
る
︒

四
藩
主
家
の
各
藩
祖
と
曹
洞
宗

小
城
藩
の
初
代
元
茂
は
︑
佐
賀
本
藩
初
代
勝
茂
の
長
庶
子
で
︑
蓮
池
藩
祖
直
澄
の
異

母
兄
に
あ
た
る
︒
元
茂
は
江
戸
の
賢
崇
寺
に
埋
葬
さ
れ
︑
曹
洞
宗
宗
智
寺
︵
佐
賀
県
佐

賀
市
多
布
施
四

−

四

−

三
︶
に
分
骨
さ
れ
佐
賀
型
の
五
輪
塔
墓
が
建
碑
さ
れ
た
が
︑
後

に
星
巌
寺
へ
改
葬
さ
れ
て
い
る
︒
本
藩
勝
茂
の
異
母
弟
で
鹿
島
藩
祖
忠
茂
は
︑
領
地
下

総
矢
作
で
死
去
し
同
地
の
臨
済
宗
妙
心
寺
派
円
通
寺
︵
千
葉
県
香
取
市
上
小
川
六
四

二
︶
に
本
葬
さ
れ
佐
賀
型
と
は
異
な
る
五
輪
塔
墓
を
︑
本
藩
の
菩
提
寺
佐
賀
の
高
傳
寺

に
も
分
骨
さ
れ
︑
佐
賀
型
の
五
輪
塔
墓
が
建
碑
さ
れ
て
い
る
︒
高
傳
寺
に
建
碑
さ
れ
た

忠
茂
の
分
骨
墓
は
︑
後
に
同
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
鹿
島
の
泰
智
寺
︵
佐
賀
県
鹿
島
市
浜

町
甲
四
二
四
二
︶
へ
改
葬
さ
れ
て
い
る
︒
改
め
て
四
藩
主
家
の
藩
祖
の
墓
碑
が
建
碑
さ

れ
た
寺
院
を
見
る
と
︑
佐
賀
本
藩
の
勝
茂
は
江
戸
の
賢
崇
寺
と
佐
賀
の
高
傳
寺
︑
小
城

藩
の
元
茂
は
江
戸
の
賢
崇
寺
で
︑
分
骨
が
佐
賀
の
宗
智
寺
で
あ
る
が
後
に
星
巌
寺
へ
︑

鹿
島
藩
の
忠
茂
は
矢
作
の
円
通
寺
︑
分
骨
が
佐
賀
の
高
傳
寺
で
あ
る
が
後
に
泰
智
寺

へ
︑
蓮
池
藩
の
直
澄
は
蓮
池
の
宗
眼
寺
で
あ
る
︒
各
初
葬
地
寺
院
の
宗
旨
を
見
る
と
︑

賢
崇
寺
︑
高
傳
寺
︑
宗
眼
寺
は
曹
洞
宗
︑
円
通
寺
は
臨
済
宗
妙
心
寺
派
で
あ
る
︒
鹿
島

藩
の
忠
茂
の
み
領
外
の
下
総
矢
作
の
円
通
寺
に
本
葬
さ
れ
て
い
る
が
対
象
を
肥
前
領
内

に
限
定
す
る
と
︑
四
藩
主
家
の
藩
祖
は
す
べ
て
曹
洞
宗
寺
院
に
本
葬
︑
ま
た
は
分
骨
さ

れ
て
お
り
当
初
︑
四
藩
主
家
の
宗
旨
が
︑
ほ
ぼ
曹
洞
宗
単
一
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

次
に
︑
各
墓
形
を
見
る
と
︑
高
傳
寺
の
勝
茂
︑
宗
智
寺
︵
現
・
星
巌
寺
︶
の
元
茂
の

分
骨
墓
︑
高
傳
寺
︵
現
・
泰
智
寺
︶
の
忠
茂
の
分
骨
墓
︑
宗
眼
寺
の
直
澄
の
墓
碑
は
︑

規
模
は
異
な
る
が
四
基
と
も
同
形
式
の
佐
賀
型
の
五
輪
塔
墓
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら

四
藩
主
家
の
藩
祖
の
墓
形
は
︑
五
輪
塔
墓
が
起
源
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
五
輪
塔

墓
の
完
全
統
一
形
式
の
佐
賀
本
藩
と
蓮
池
藩
の
二
家
と
︑
多
種
形
式
の
小
城
藩
と
二
種

統
一
形
式
の
鹿
島
藩
の
二
家
と
の
分
岐
点
に
な
っ
た
の
が
︑
臨
済
宗
黄
檗
派
寺
院
を
領

地
に
創
建
し
た
小
城
藩
二
代
直
能
と
同
三
代
元
武
と
︑
鹿
島
藩
三
代
直
朝
の
三
藩
主
で

あ
っ
た
と
言
え
る
︒

五

宗
眼
寺
に
建
碑
さ
れ
た
墓
碑

宗
眼
寺
の
鍋
島
家
墓
の
続
柄

宗
眼
寺
で
は
︑
東
墓
地
と
西
墓
地
の
二
箇
所
に
分
葬
さ
れ
て
お
り
︑
東
墓
地
に
は
︑

初
代
直
澄
︑
同
室
牟
利
︑
二
代
直
之
︑
同
室
︑
同
男
直
富
︑
三
代
直
称
︑
同
室
︑
四
代

直
恒
︑
同
室
︑
同
女
千
屋
︑
五
代
直
興
︑
六
代
直
寛
︑
同
室
︑
七
代
直
温
︑
同
室
︑
八

代
直
與
︑
同
先
室
︑
同
継
室
︑
九
代
直
紀
先
室
の
十
九
基
が
︑
西
墓
地
内
に
は
︑
二
代

直
之
の
二
女
子
︑
三
代
直
称
の
一
女
子
︑
六
代
直
寛
の
一
女
子
︑
八
代
直
與
の
一
男
子

九
女
子
︵
女
子
二
霊
合
祀
︶︑
九
代
直
紀
の
五
男
子
三
女
子
︑
不
詳
三
霊
︵
三
基
︶︑
僧

侶
二
基
の
二
十
六
基
︑
計
四
十
五
基
が
建
碑
さ
れ
て
い
る
︒
不
詳
の
三
基
︵
三
霊
︶
に

関
し
て
は
︑
蓮
池
藩
鍋
島
家
の
系
譜
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
三
霊
と
も
没
年
な

ど
か
ら
推
測
す
る
と
︑
九
代
直
紀
の
夭
折
し
た
子
女
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

続
柄
不
詳
の
墓
碑
が
夭
折
子
女
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
宗
眼
寺
に
は
側
室
が
誰
一
人
︑

埋
葬
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
鍋
島
四
藩
主
家
で
は
︑
例
え
藩
主
の
生
母

で
あ
っ
て
も
側
室
は
︑
藩
公
の
菩
提
寺
に
は
入
れ
な
い
と
言
う
身
分
格
差
が
厳
格
化
さ

れ
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
︒
佐
賀
本
藩
の
佐
賀
の
高
傳
寺
︑
江
戸
の
賢
崇
寺
︑
小
城

藩
の
小
城
の
星
巌
寺
と
玉
毫
寺
︑
江
戸
の
賢
崇
寺
に
は
側
室
の
本
墓
は
元
よ
り
供
養
塔

蓮池藩主鍋島家の墓碑
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さ
え
も
建
碑
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
佐
賀
藩
の
準
菩
提
寺
で
あ
る
佐
賀
の
善
應
庵
に
一
基
︑

見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
︒
ま
た
︑
鹿
島
藩
で
も
鹿
島
の
普
明
寺
と
泰
智
寺
に
各
一
基
見

ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
︑
泰
智
寺
の
墓
碑
は
正
確
に
は
鹿
島
藩
主
の
側
室
で
は
な
く
佐

賀
本
藩
か
ら
養
子
に
入
っ
た
直
彝
生
母
小
代
氏
の
墓
碑
で
あ
る
︒

東
墓
地
と
西
墓
地
の
玉
垣

東
墓
地
に
建
立
さ
れ
た
十
九
基
︵
十
九
霊
︶
は
︑
八
藩
主
︑
九
正
室
と
︑
二
代
直
之

の
世
子
直
富
︑
四
代
直
恒
の
四
女
で
本
藩
治
茂
の
許
嫁
で
あ
っ
た
が
不
嫁
死
し
た
千
屋

の
墓
碑
で
あ
る
︒
同
所
は
藩
主
と
正
室
の
墓
域
で
は
あ
る
が
︑
世
子
直
富
は
藩
主
に
︑

縁
女
千
屋
も
︑
正
室
に
相
当
す
る
と
い
う
基
準
か
ら
埋
葬
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

西
墓
地
に
は
︑
僧
侶
二
基
︵
二
霊
︶
と
明
治
後
に
死
去
し
た
敏
子
と
誠
子
以
外
の
二
十

四
基
︵
二
十
五
霊
︶
は
︑
す
べ
て
夭
折
し
た
子
女
で
あ
る
︒
敏
子
は
︑
蓮
池
藩
支
流
の

鍋
島
成
勲
に
︑
後
に
黒
羽
藩
主
大
関
増
勤
に
再
嫁
す
る
も
離
縁
し
た
た
め
同
所
に
埋
葬

さ
れ
た
が
︑
死
亡
し
た
時
期
が
明
治
後
で
は
な
く
江
戸
期
で
あ
れ
ば
︑
千
屋
と
同
様
に

正
室
相
当
の
成
人
女
子
と
し
て
東
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

東
墓
地
の
藩
主
・
正
室
墓
と
︑
西
墓
地
の
婦
女
子
墓
に
お
い
て
大
き
な
相
違
点
と
言

え
る
の
が
︑
墓
碑
の
四
囲
に
建
造
さ
れ
た
石
柵
︵
玉
垣
︶
の
有
無
で
あ
る
︒
各
藩
主
の

墓
碑
は
︑
各
同
室
墓
と
並
建
し
同
石
柵
内
に
建
碑
さ
れ
て
い
る
が
︑
継
室
を
持
つ
八
代

直
與
は
︑
同
室
と
同
継
室
墓
の
三
基
︑
正
室
の
い
な
い
五
代
直
興
と
九
代
直
紀
先
室
︑

直
富
︑
千
屋
の
各
墓
域
は
単
独
で
あ
る
︒
も
し
︑
九
代
直
紀
が
江
戸
期
に
死
去
し
て
い

れ
ば
︑
前
例
に
倣
い
宗
眼
寺
の
同
先
室
墓
に
隣
接
し
並
葬
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
︒
直
紀
が
明
治
後
に
華
族
に
列
し
東
京
在
住
と
な
っ
た
た
め
︑
先
室
と
は
遙
か
離
れ

て
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
︑
本
来
︑
多
く
の
大
名
家
で
は
藩
主
に
は
参
勤
交
替

が
︑
正
室
は
江
戸
在
住
で
あ
っ
た
た
め
逆
に
︑
夫
妻
で
並
葬
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
方
が

珍
し
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
西
墓
地
で
は
各
墓
碑
の
四
囲
に
は
石
柵
は
無
く
墓
域

全
域
に
廻
ら
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒
佐
賀
本
藩
に
お
け
る
各
夭
折
子
女
の
墓
碑
を

見
る
と
︑
高
傳
寺
の
お
子
様
墓
地
で
は
明
治
四
年
に
他
寺
か
ら
移
転
さ
れ
た
墓
碑
以
外

の
各
墓
に
は
︑
四
囲
に
石
柵
が
設
け
ら
れ
て
い
る
︒

各
墓
域
︵
石
柵
︶
の
規
模
を
見
る
と
︑
単
独
墓
で
あ
る
五
代
直
興
︑
直
富
︑
千
屋
︑

九
代
直
紀
先
室
と
︑
そ
の
他
の
夫
妻
並
建
墓
と
で
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
な
る
︒
二

代
夫
妻
︑
三
代
夫
妻
︑
四
代
夫
妻
︑
五
代
直
興
の
墓
域
︑
六
代
夫
妻
︑
直
富
︑
千
屋
の

墓
域
は
︑
左
右
に
隣
接
し
石
柵
の
側
面
部
分
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る

と
︑
建
造
当
初
は
二
代
夫
妻
と
直
富
の
各
墓
域
の
石
柵
は
単
独
で
あ
っ
た
が
︑
二
代
夫

妻
に
は
三
代
夫
妻
の
墓
域
が
︑
直
富
に
は
千
屋
の
墓
域
が
各
左
側
︵
向
っ
て
右
側
︶
に

新
設
さ
れ
︑
そ
の
後
︑
各
左
側
に
向
か
い
増
設
が
繰
り
返
さ
れ
た
結
果
と
言
え
る
︒
こ

の
よ
う
な
左
右
の
石
柵
を
共
有
さ
せ
る
増
設
法
は
︑
主
に
子
女
の
墓
所
に
多
く
見
ら
れ

る
が
︑
宗
眼
寺
に
お
い
て
藩
主
と
正
室
の
墓
所
に
適
用
さ
れ
た
の
は
︑
同
じ
支
藩
で
あ

る
鹿
島
の
普
明
寺
や
小
城
の
星
巌
寺
と
比
較
し
て
も
︑
墓
域
が
手
狭
で
あ
る
こ
と
に
起

因
し
て
い
る
と
言
え
る
︒
初
代
夫
妻
︑
七
代
夫
妻
︑
八
代
夫
妻
︑
九
代
直
紀
先
室
の
墓

域
は
︑
他
の
墓
域
と
は
接
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
七
代
夫
妻
以
降
は
︑
初
代
夫
妻
の
単

独
形
式
を
復
活
さ
せ
踏
襲
し
た
と
言
え
る
︒

単
独
墓
所
以
外
の
各
墓
域
に
お
い
て
は
︑
左
右
の
石
柵
部
分
が
共
有
さ
れ
て
い
る
為

に
重
複
す
る
が
︑
左
右
の
石
柵
も
含
め
た
各
墓
域
の
横
幅
と
奥
行
き
を
見
る
と
︑
初
代

と
同
室
が
六
四
五
×
六
三
八
︵
各
㎝
︶︑
二
代
と
同
室
は
四
一
一
×
三
九
五
︑
直
富
は
二

八
七
×
三
六
六
︑
三
代
と
同
室
は
四
一
九
×
三
九
五
︑
四
代
と
同
室
は
四
一
○
×
三
九

五
︑
千
屋
は
二
八
五
×
三
六
六
︑
五
代
は
二
三
九
×
三
九
五
︑
六
代
と
同
室
は
四
一
八

×
三
六
六
︑
七
代
と
同
室
は
四
一
○
×
三
八
四
︑
八
代
と
同
室
・
同
継
室
は
五
九
○
×

三
八
六
︑
九
代
先
室
は
二
四
○
×
三
九
一
で
あ
る
︒
藩
主
と
同
室
が
並
建
さ
れ
た
初
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代
︑
二
代
︑
三
代
︑
四
代
︑
六
代
︑
七
代
の
各
墓
域
は
︑
ほ
ぼ
正
方
形
に
近
い
が
︑
継

室
を
持
ち
三
基
並
建
の
八
代
の
墓
域
は
横
幅
が
︑
単
独
の
五
代
︑
直
富
︑
千
屋
︑
九
代

先
室
の
各
墓
域
は
︑
奥
行
き
の
広
い
と
も
に
長
方
形
で
あ
る
︒
藩
主
と
同
室
が
並
建
さ

れ
た
各
墓
域
の
面
積
を
見
る
と
︑
二
代
は
初
代
の
半
分
ほ
ど
と
な
る
が
︑
三
代
以
降
は

二
代
の
規
模
が
江
戸
期
を
通
し
て
踏
襲
さ
れ
て
い
る
︒
一
番
広
大
な
初
代
夫
妻
の
墓
域

内
に
は
︑
覆

(４
)

屋
︵
平
成
二
十
八
年
頃
撤
去
︶
が
設
け
ら
れ
て
い
た
︒

墓
碑
の
順
列

国
許
に
お
け
る
大
名
家
の
墓
所
で
も
江
戸
︵
東
京
︶
ほ
ど
で
は
な
い
が
明
治
以
降
︑

少
な
か
ら
ず
墓
碑
の
移
転
や
改
葬
が
行
な
わ
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
東
墓
地
に
建
立
さ
れ

た
藩
主
・
正
室
の
墓
域
に
関
し
て
は
︑
移
動
な
ど
は
無
く
当
初
の
ま
ま
と
思
わ
れ
る
︒

歴
代
藩
主
の
墓
碑
が
建
碑
さ
れ
た
位
置
関
係
を
見
る
と
︑
最
初
に
初
代
の
墓
所
が
建
碑

さ
れ
た
後
︑
二
代
は
初
代
の
墓
所
と
は
四
ｍ
ほ
ど
の
距
離
を
お
き
東
側
︵
向
か
っ
て
右

側
・
以
下
同
︶
に
︑
以
降
︑
三
代
︑
四
代
︑
五
代
と
先
代
藩
主
の
東
側
に
隣
接
し
歴
代

順
に
増
設
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
六
代
は
︑
そ
れ
ま
で
の
法
則
を
踏
襲
せ
ず
︑
初
代
の

西
側
︵
向
か
っ
て
左
側
︶
に
単
独
で
は
な
く
直
富
と
千
屋
の
墓
域
に
隣
接
し
て
増
設
さ

れ
︑
七
代
は
初
代
と
六
代
の
や
や
北
側
に
単
独
で
建
碑
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
八
代

は
再
び
初
代
の
東
側
に
移
り
五
代
の
南
側
に
単
独
で
︑
九
代
も
三
代
の
南
側
に
八
代
と

向
き
合
い
単
独
で
建
碑
さ
れ
て
お
り
︑
六
代
以
降
の
墓
所
設
定
に
関
し
て
は
︑
基
準
が

曖
昧
と
な
り
規
則
性
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
︒

墓
碑
の
方
位

各
墓
碑
の
方
位
を
見
る
と
︑
六
代
以
降
の
不
規
則
性
が
更
に
明
ら
か
で
あ
る
︒
初
代

以
降
︑
五
代
ま
で
の
墓
碑
は
全
て
南
を
向
き
歴
代
順
に
東
側
へ
と
増
設
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
次
の
六
代
は
初
め
て
初
代
の
西
側
︵
向
か
っ
て
左
側
︶
に
建
碑
さ
れ
︑
方
位

も
そ
れ
ま
で
の
南
で
は
な
く
東
と
な
り
︑
更
に
藩
主
で
は
な
い
直
富
と
千
屋
の
墓
域
に

増
設
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
も
明
ら
か
に
異
質
な
設
定
と
言
わ
ざ
る
え
な
い
︒
七
代
は
︑

六
代
と
同
様
に
西
側
で
は
あ
る
が
︑
歴
代
と
同
じ
く
方
位
は
南
で
あ
る
た
め
本
来
で
あ

れ
ば
七
代
の
位
置
に
六
代
が
建
碑
さ
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
︒
六
代

直
寛
は
︑
四
代
直
恒
の
四
男
で
実
兄
︵
五
代
直
興
︶
の
死
後
に
襲
封
し
た
が
︑
嫡
男
で

も
世
子
で
も
な
い
こ
と
が
要
因
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
︑
三
代
直
称
も
同
じ
く
実
兄

︵
二
代
直
之
︶
の
死
去
に
と
も
な
い
襲
封
し
て
い
る
が
︑
墓
制
に
は
変
化
無
く
建
碑
さ
れ

て
い
る
︒
七
代
は
︑
再
び
南
向
き
と
な
り
更
に
︑
初
代
以
降
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
単

独
の
墓
域
を
形
成
し
て
い
る
︒
八
代
は
︑
初
代
の
東
側
へ
と
戻
り
単
独
墓
域
も
踏
襲
さ

れ
て
い
る
が
︑
方
位
は
初
め
て
西
向
き
に
建
碑
さ
れ
て
い
る
︒
本
来
で
あ
れ
ば
二
代
か

ら
五
代
ま
で
の
墓
域
の
前
方
に
︑
南
向
き
に
建
碑
さ
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い

が
︑
六
代
に
向
き
合
う
位
置
に
建
碑
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
事

は
︑
八
代
に
は
継
室
が
い
た
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
迄
の
二
基
並
建
か
ら
三
基
並
建
と
な
り

墓
域
の
横
幅
が
拡
大
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
︒
九
代
は
︑
八
代
に
向
き
合
い
東
向
き
に

建
碑
さ
れ
て
い
る
が
︑
も
し
明
治
維
新
が
何
十
年
か
遅
れ
て
い
れ
ば
十
代
直
柔
の
墓
所

は
︑
九
代
と
背
中
合
わ
せ
で
西
向
き
に
建
碑
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

夫
妻
並
建
の
配
置

歴
代
藩
主
は
︑
正
室
の
い
な
い
五
代
と
明
治
後
に
死
去
し
た
九
代
を
除
き
︑
藩
主
と

同
室
の
墓
碑
は
並
建
さ
れ
て
い
る
が
︑
継
室
が
い
た
八
代
を
除
く
六
藩
主
の
各
同
室
と

の
墓
碑
の
位
置
関
係
を
見
る
と
︑
正
室
は
す
べ
て
藩
主
の
右
側
︵
向
か
っ
て
左
側
︶
に

配
置
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
継
室
を
持
つ
八
代
は
先
室
と
継
室
の
間
に
挟
ま
れ
る
形
で

は
あ
る
が
︑
先
室
は
藩
主
の
右
側
で
は
な
く
左
側
︵
向
か
っ
て
右
側
︶
に
配
置
さ
れ
て

蓮池藩主鍋島家の墓碑
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い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
蓮
池
藩
で
は
︑
正
室
の
墓
碑
は
藩
主
の
墓
碑
の
右
側
に
位
置
す

る
こ
と
が
わ
か
る
が
︑
継
室
が
い
た
場
合
は
逆
に
左
側
と
な
り
︑
明
治
維
新
が
︑
あ
と

何
年
か
後
で
あ
れ
ば
︑
継
室
を
持
つ
九
代
直
紀
の
墓
碑
も
先
代
と
同
様
に
先
室
と
継
室

の
墓
碑
に
挟
ま
れ
︑
先
室
は
直
紀
の
墓
碑
の
左
側
に
配
置
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

で
は
︑
高
傳
寺
に
建
碑
さ
れ
た
佐
賀
本
藩
の
藩
主
と
同
室
墓
の
位
置
関
係
は
︑
ど
う

な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
藩
で
は
︑
初
代
勝
茂
か
ら
十
一
代
直
大
ま
で
の
十
一

代
中
︑
実
に
六
人
の
藩
主
に
継
室
が
お
り
︑
四
代
藩
主
吉
茂
の
正
室
が
別
寺
院
に
埋
葬

さ
れ
て
い
る
た
め
に
藩
主
と
同
室
の
二
基
が
並
建
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
三
代
︑
五
代
︑

六
代
︑
九
代
の
僅
か
四
藩
主
の
墓
所
だ
け
で
あ
る
︒
四
例
だ
け
で
は
あ
る
が
︑
三
代
︑

五
代
︑
六
代
の
各
室
の
墓
碑
は
︑
蓮
池
藩
と
は
逆
に
藩
主
の
左
側
︵
向
か
っ
て
右
側
︶

に
︑
九
代
の
み
右
側
︵
向
か
っ
て
左
側
︶
に
配
置
さ
れ
て
い
る
︒
蓮
池
藩
で
は
︑
継
室

を
持
つ
八
代
以
外
の
正
室
の
墓
碑
は
︑
す
べ
て
藩
主
の
右
側
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
︑
な
ぜ
本
藩
で
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
正
確
な
要
因
は
不
明
で

あ
る
が
︑
高
傳
寺
墓
地
の
配
置
図
を
見
る
と
︑
墓
碑
が
建
碑
さ
れ
た
方
位
に
正
解
が
見

え
隠
れ
す
る
︒
正
室
が
藩
主
の
左
側
に
配
置
さ
れ
た
三
代
︑
五
代
︑
六
代
の
方
位
は
東

で
あ
る
が
︑
正
室
が
右
に
配
置
さ
れ
た
九
代
の
み
三
藩
主
と
は
逆
の
西
な
の
で
あ
る
︒

つ
ま
り
正
室
と
の
位
置
関
係
は
︑
三
代
︑
五
代
︑
六
代
と
九
代
と
は
向
き
合
っ
て
配
置

さ
れ
て
い
る
た
め
逆
に
な
る
が
︑
藩
主
の
墓
碑
は
南
側
に
︑
同
室
の
墓
碑
は
北
側
に
と

い
う
配
置
を
基
準
と
し
て
考
え
れ
ば
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
結
論
と
し
て
は
︑

藩
主
と
同
室
墓
の
位
置
関
係
は
︑
蓮
池
藩
で
は
ど
の
方
位
で
も
正
室
は
藩
主
の
右
側
に

位
置
す
る
こ
と
を
基
準
と
し
た
が
︑
本
藩
で
は
左
側
や
右
側
に
は
関
係
せ
ず
︑
藩
主
は

南
側
に
︑
同
室
は
北
側
に
と
い
う
基
準
で
配
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

六

佐
賀
型
五
輪
塔
墓
の
考
察

佐
賀
型
の
五
輪
塔
墓
と
は

東
墓
地
の
十
九
基
と
︑
西
墓
地
の
僧
侶
墓
二
基
︑
明
治
後
に
死
去
し
た
敏
子
︑
誠
子

の
四
基
を
除
く
二
十
四
基
︑
計
四
十
三
基
は
︑
す
べ
て
同
形
式
の
佐
賀
型
の
五
輪
塔
墓

で
あ
る
︒
こ
の
佐
賀
型
五
輪
塔
墓
の
大
き
な
特
徴
は
︑
拙
論
考
﹁
佐
賀
藩
主
鍋
島
家
の

墓
碑
考
察
﹂
で
も
報
告
し
た
通
り
本
来
︑
笠
の
四
辺
の
軒
下
部
分
と
四
隅
の
軒
先
部
分

は
︑
複
雑
な
曲
線
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
佐
賀
型
で
は
一
切
︑
曲
線
部
分

が
無
く
直
線
だ
け
で
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
墓
碑
は
︑
各
墓
と
も
二
段
の
台

石
上
︑
底
部
か
ら
地
輪
︑
水
輪
︑
火
輪
︑
風
輪
︑
空
輪
の
五
輪
で
形
成
さ
れ
て
い
る
︒

各
墓
碑
の
碑
銘
を
見
る
と
︑
全
て
地
輪
部
に
刻
字
さ
れ
て
お
り
︑
17
八
代
直
與
正
室

日
野
氏
の
墓
碑
の
み
正
面
か
ら
右
側
面
︑
裏
面
の
三
面
に
か
け
て
略
歴
な
ど
が
刻
ま
れ

て
い
る
が
︑
残
り
の
四
十
二
基
に
は
︑
正
面
に
法
号
と
没
年
が
刻
字
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
︒
こ
れ
は
同
じ
く
五
輪
塔
墓
の
完
全
統
一
形
式
を
と
る
佐
賀
本
藩
も
同
様
で
︑

両
家
の
墓
碑
に
は
︑
法
号
と
没
年
以
外
︑
官
位
や
俗
名
な
ど
何
も
刻
ま
れ
て
い
な
い
︒

唯
一
︑
二
霊
が
合
祀
さ
れ
た
26
直
與
の
長
女
と
二
女
の
墓
碑
に
は
︑
と
も
に
誕
生
当
日

に
夭
折
し
た
双
子
で
あ
る
た
め
法
号
は
二
霊
で
あ
る
が
︑
没
年
は
同
日
で
あ
る
た
め
に

一
つ
し
か
刻
字
さ
れ
て
い
な
い
︒

各
部
位
に
よ
る
分
析

東
墓
地
に
建
碑
さ
れ
た
全
十
九
基
を
︑
部
位
別
に
そ
の
規
模
を
見
る
と
年
代
に
よ
る

推
移
が
見
え
て
く
る
︒
最
初
に
︑
立
方
体
で
あ
る
地
輪
の
横
幅
︑
奥
行
き
︑
高
さ
を
見

る
と
︑
初
代
直
澄
の
六
三
×
六
二
×
四
九
︵
各
㎝
︶
を
基
準
と
し
て
︑
同
室
︑
二
代
︑
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同
室
︑
三
代
︑
同
室
︑
四
代
︑
同
室
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
が
︑
五
代
直
興
は
六
八
×
六
八

×
五
○
で
︑
高
さ
に
変
化
は
見
ら
れ
な
い
が
横
幅
と
奥
行
き
が
拡
大
さ
れ
︑
次
の
六
代

と
同
室
は
高
さ
が
四
㎝
ほ
ど
延
び
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
七
代
が
七
二
×
七
○
×
六
一
と

横
奥
高
と
も
拡
大
さ
れ
︑
以
降
︑
そ
の
規
格
が
基
準
と
な
り
同
室
︑
八
代
︑
同
室
︑
同

継
室
︑
九
代
先
室
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
い
る
︒
球
形
で
あ
る
水
輪
を
見
る
と
︑
初
代
直
澄

の
横
幅
直
径
と
高
さ
の
五
一
×
三
七
︵
各
㎝
︶
を
基
準
と
し
同
室
︑
二
代
︑
同
室
ま
で

踏
襲
さ
れ
た
が
︑
三
代
は
五
三
×
三
五
で
︑
二
㎝
横
幅
が
広
が
る
が
逆
に
高
さ
は
二
㎝

低
く
な
っ
た
た
め
横
楕
円
形
に
︑
四
代
は
五
一
×
三
三
で
更
に
横
楕
円
形
化
が
進
み
︑

以
降
こ
の
基
準
が
九
代
先
室
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
い
る
︒
火
輪
︵
笠
︶
の
横
幅
︑
奥
行
︑

高
さ
を
見
る
と
︑
初
代
直
澄
は
六
七
×
六
七
×
三
四
︵
各
㎝
︶
で
︑
同
室
︑
二
代
︑
同

室
︑
三
代
︑
同
室
︑
四
代
︑
同
室
︑
五
代
︑
六
代
︑
同
室
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
が
︑
七
代

は
七
一
×
七
一
×
三
三
で
︑
横
幅
・
奥
行
と
も
拡
大
さ
れ
て
い
る
︒
空
輪
＋
風
輪
の
高

さ
は
︑
初
代
の
六
○
㎝
を
ほ
ぼ
基
準
と
し
踏
襲
さ
れ
る
が
︑
四
代
室
は
六
六
㎝
︑
六
代

室
は
六
五
㎝
︑
八
代
先
室
は
六
四
㎝
で
︑
全
体
的
に
正
室
の
墓
碑
が
高
く
建
碑
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

墓
碑
の
全
高
は
︑
初
代
が
二
○
七
㎝
︑
同
室
が
二
○
六
㎝
︑
二
代
は
二
二
六
㎝
︑
同

室
は
二
二
四
㎝
︑
直
富
は
二
一
四
㎝
︑
三
代
は
二
二
三
㎝
︑
同
室
は
二
二
○
㎝
︑
四
代

は
二
一
五
㎝
︑
同
室
は
二
二
○
㎝
︑
五
代
は
二
二
六
㎝
︑
千
屋
は
二
一
二
㎝
︑
六
代
は

二
○
五
㎝
︑
同
室
は
二
○
九
㎝
︑
七
代
は
二
二
八
㎝
︑
同
室
は
二
二
九
㎝
︑
八
代
は
二

三
二
㎝
︑
同
先
室
は
二
三
四
㎝
︑
同
継
室
は
二
二
五
㎝
︑
九
代
先
室
は
二
二
八
㎝
で
あ

る
︒次

に
︑
西
墓
地
の
夭
折
し
た
子
女
の
各
墓
碑
を
部
位
別
に
見
る
と
︑
藩
主
・
正
室
墓

と
の
相
違
が
見
え
て
く
る
︒
最
初
に
︑
地
輪
の
横
幅
︑
奥
行
き
︑
高
さ
を
見
る
と
︑
42

観
声
と
44
晴
雲
の
二
基
以
外
は
︑
五
四
×
五
四
×
四
六
︵
各
㎝
︶
ほ
ど
で
藩
主
と
正
室

墓
と
比
べ
横
幅
と
奥
行
き
が
十
～
十
五
㎝
ほ
ど
小
規
模
で
あ
る
が
︑
高
さ
は
そ
れ
ほ
ど

変
わ
ら
ず
二
～
三
㎝
ほ
ど
低
い
だ
け
で
あ
る
︒
観
声
と
晴
雲
は
︑
と
も
に
二
代
直
之
の

息
女
で
夭
折
し
て
お
り
︑
観
声
は
七
○
×
六
八
×
四
四
︑
晴
雲
は
六
九
×
六
七
×
四
五

で
︑
と
も
に
初
代
直
澄
の
墓
碑
よ
り
大
き
く
建
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
︒

水
輪
の
横
幅
直
径
と
高
さ
も
観
声
と
晴
雲
以
外
の
各
墓
碑
は
︑
四
四
×
二
五
︵
各
㎝
︶

ほ
ど
の
通
常
の
横
楕
円
形
で
あ
る
︒
観
声
は
四
七
×
四
五
で
ほ
ぼ
球
形
に
近
く
︑
晴
雲

は
六
二
×
四
四
の
横
楕
円
形
で
あ
る
が
︑
と
も
に
水
輪
で
も
直
澄
の
墓
碑
よ
り
も
大
き

く
建
造
さ
れ
て
い
る
︒
火
輪
の
横
幅
︑
奥
行
き
︑
高
さ
は
︑
多
く
が
五
四
×
五
四
×
二

七
︵
各
㎝
︶
ほ
ど
で
あ
る
が
︑
観
声
は
七
三
×
七
三
×
四
八
︑
晴
雲
は
七
三
×
七
三
×

四
一
︑
45
放
光
は
六
一
×
六
一
×
三
二
で
あ
る
︒
観
声
と
晴
雲
の
両
墓
は
︑
横
幅
と
奥

行
き
が
同
規
模
で
あ
る
が
︑
高
さ
は
七
㎝
も
異
な
り
︑
放
光
は
両
墓
よ
り
も
小
規
模
で

あ
る
が
︑
他
の
子
女
墓
よ
り
大
き
く
建
造
さ
れ
て
い
る
︒
空
輪
＋
風
輪
の
高
さ
は
︑
多

く
が
五
○
㎝
ほ
ど
で
あ
る
が
︑
観
声
は
六
四
㎝
︑
晴
雲
は
六
八
㎝
で
あ
る
︒
放
光
の
墓

碑
は
︑
全
体
的
に
他
の
子
女
墓
と
ほ
ぼ
同
規
模
で
あ
る
が
︑
笠
の
部
位
だ
け
が
や
や
大

き
く
建
造
さ
れ
て
い
る
︒

江
戸
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
死
去
し
た
二
代
直
之
の
息
女
で
あ
る
観
声
と
晴
雲
は
︑

同
時
期
に
建
碑
さ
れ
た
藩
主
と
正
室
墓
の
規
模
を
凌
い
で
い
た
こ
と
に
な
る
︒
西
墓
地

で
は
︑
二
代
と
三
代
の
子
女
は
三
基
だ
け
で
︑
以
降
︑
26
幻
荷
︵
六
代
女
︶
の
墓
碑
が

建
碑
さ
れ
た
後
は
︑
江
戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
夭
折
し
た
八
代
直
與
と
九
代

直
紀
の
両
子
女
の
墓
碑
だ
け
で
あ
る
︒
幻
荷
の
墓
碑
を
見
る
と
︑
笠
以
外
の
各
部
位
が

三
代
息
女
放
光
と
八
代
と
九
代
の
各
子
女
の
墓
碑
と
︑
ほ
ぼ
同
規
模
で
あ
る
こ
と
か
ら

幻
荷
以
降
の
各
子
女
の
墓
碑
は
︑
笠
以
外
は
放
光
墓
の
規
格
を
踏
襲
し
た
と
言
え
る
︒

蓮
池
藩
の
墓
制
が
五
輪
塔
墓
の
完
全
統
一
形
式
で
あ
る
た
め
に
︑
年
代
な
ど
に
よ
る
各

部
位
の
変
遷
を
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
墓
所
で
あ
る
と
言
え
る
︒

蓮池藩主鍋島家の墓碑
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七

宗
眼
寺
以
外
の
墓
碑

直
紀
正
室
常
の
供
養
塔

九
代
直
紀
正
室
常
の
供
養
塔
が
建
碑
さ
れ
た
金
栗
山
玉
毫
寺
は
︑
正
徳
三
年
︵
一
七

一
三
︶
小
城
藩
の
三
代
藩
主
鍋
島
元
武
が
高
城
寺
の
末
寺
で
あ
る
要
津
寺
を
小
城
彦
島

へ
移
転
し
︑
現
山
号
寺
号
に
改
め
た
臨
済
宗
黄
檗
派
の
寺
院
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
元
武

は
創
建
の
前
年
に
死
去
し
た
た
め
に
︑
完
成
し
た
の
は
翌
四
年
の
四
代
元
延
の
治
世
で

あ
っ
た
︒
常
の
墓
碑
は
︑
実
父
で
あ
る
鍋
島
直
堯
の
墓
所
の
左
側
︵
向
か
っ
て
右
側
︶

に
隣
接
し
建
碑
さ
れ
て
い
る
︒
墓
碑
は
︑
三
段
の
台
石
上
︑
敷
茄

(５
)

子
︑
蓮
華

(６
)

座
︑
塔
身
︑

笠
︑
宝
珠
か
ら
な
る
笠
塔
婆
墓
で
︑
台
石
︑
敷
茄
子
︑
塔
身
は
四
角
形
で
あ
る
が
︑
蓮

華
座
は
円
形
︑
笠
は
六
角
形
で
あ
る
︒
塔
身
の
正
面
に
は
︑
一
重
彫
り
の
額
縁
を
彫
り

刻
み
額
縁
内
に
は
法
号
が
︑
同
左
側
面
に
は
没
年
が
刻
字
さ
れ
て
い
る
︒
六
角
形
の
笠

の
六
隅
に
は
︑
円
弧
形
の
蕨

(７
)

手
が
彫
刻
さ
れ
て
い
る
が
︑
通
常
︑
笠
の
形
状
は
四
角
形

で
あ
る
た
め
六
角
形
を
重
用
す
る
の
は
︑
黄
檗
宗
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
︒
墓
碑
の
方

位
は
南
︑
全
高
は
一
八
四
㎝
で
あ
る
︒

小
城
藩
鍋
島
家
の
墓
制
は
多
種
形
式
で
あ
る
が
︑
各
藩
主
の
墓
形
を
見
る
と
︑
五
輪

塔
墓
︑
自
然
石
墓
︑
三
層
塔
墓
︑
六
角
形
墓
︑
角
石
墓
を
建
碑
し
て
お
り
笠
塔
婆
墓
は

一
基
も
見
ら
れ
な
い
︒
笠
塔
婆
墓
を
建
碑
し
た
の
は
︑
四
代
元
延
女
才
︵
横
岳
邑
主
・

鍋
島
茂
和
室
︶︑
六
代
直
員
女
美
濃
︵
諫
早
邑
主
・
諫
早
茂
成
室
︶︑
九
代
直
堯
縁
女
翰
︑

同
正
室
橘
︑
十
代
直
亮
正
室
結
の
︑
主
に
正
室
及
び
成
人
に
準
ず
る
女
性
の
ほ
か
夭
折

し
た
子
女
で
あ
る
︒
た
だ
︑
成
人
に
準
ず
る
女
性
の
墓
碑
と
︑
夭
折
子
女
の
墓
碑
に
は

規
模
や
装
飾
の
他
に
も
形
式
的
な
相
違
が
見
ら
れ
︑
最
大
の
相
違
と
言
え
る
の
が
成
人

女
性
の
墓
碑
の
塔
身
部
分
が
四
角
形
で
あ
る
が
︑
夭
折
子
女
の
墓
碑
は
六
角
形
で
あ
る

こ
と
で
あ
る
︒
小
城
藩
に
お
い
て
笠
塔
婆
墓
は
︑
基
本
的
に
女
性
専
用
の
墓
形
と
し
て

建
碑
さ
れ
て
い
る
が
︑
夭
折
子
女
に
お
い
て
は
男
女
に
兼
用
さ
れ
て
い
る
︒
最
初
に
笠

塔
婆
墓
を
建
碑
し
た
正
室
は
︑
明
治
二
年
に
死
去
し
た
十
代
直
亮
の
正
室
で
あ
る
こ
と

か
ら
常
の
墓
碑
は
︑
同
じ
く
他
家
へ
嫁
し
江
戸
期
に
死
去
し
た
才
と
美
濃
の
墓
形
を
踏

襲
し
た
と
言
え
る
︒
常
の
墓
碑
と
才
︑
美
濃
の
両
墓
碑
を
比
較
す
る
と
︑
同
形
式
で
ほ

ぼ
同
規
模
に
建
碑
さ
れ
て
い
る
︒

成
願
寺
と
青
山
霊
園

以
上
︑
佐
賀
に
お
け
る
蓮
池
藩
の
墓
碑
の
考
察
を
し
た
が
︑
簡
略
で
は
あ
る
が
江
戸

の
成
願
寺
と
青
山
霊
園
の
墓
所
に
関
し
て
も
報
告
し
た
い
と
思
う
︒
成
願
寺
で
五
輪
塔

を
建
碑
し
た
48
玉
容
院
︵
九
代
男
︶︑
49
珠
林
︑
50
紅
蓮
院
︵
八
代
女
︶︑
51
菊
露
︵
二

代
女
︶︑
52
空
華
院
︵
八
代
男
︶︑
56
幻
容
︵
二
代
女
︶
の
六
基
は
︑
佐
賀
の
宗
眼
寺
と

高
傳
寺
に
建
碑
さ
れ
た
佐
賀
型
で
は
な
く
一
般
的
な
形
式
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
同
じ
く

完
全
統
一
形
式
を
と
る
佐
賀
本
藩
も
同
様
で
︑
江
戸
の
賢
崇
寺
に
建
碑
さ
れ
た
墓
碑
も

佐
賀
型
で
は
な
く
一
般
的
な
五
輪
塔
墓
で
あ
る
︒

唯
一
︑
江
戸
で
笠
塔
婆
墓
を
建
碑
し
た
53
影
林
︵
二
代
男
︶
の
墓
碑
は
︑
三
段
の
台

石
上
︑
蓮
華
座
︑
塔
身
︑
笠
︑
宝
珠
か
ら
な
る
が
︑
五
輪
塔
墓
と
は
異
な
り
小
城
の
玉

毫
寺
に
建
碑
さ
れ
た
常
の
墓
碑
と
の
共
通
点
が
多
く
見
ら
れ
る
︒
常
の
墓
碑
に
見
ら
れ

る
敷
茄
子
は
建
造
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
円
形
の
蓮
華
座
を
持
ち
︑
笠
は
六
角
形
で
は
な

く
四
角
形
で
は
あ
る
が
︑
四
隅
に
は
円
弧
型
の
蕨
手
が
彫
刻
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
相
違

は
︑
成
願
寺
が
臨
済
宗
黄
檗
派
で
は
な
く
曹
洞
宗
で
あ
る
こ
と
が
要
因
の
一
つ
と
考
え

ら
れ
る
︒
同
墓
の
大
き
な
特
徴
は
︑
塔
身
の
正
面
を
十
五
㎝
も
刳
り
貫
き
︑
そ
の
左
右

に
は
両
開
き
の
扉
を
設
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
両
扉
を
持
つ
形
式
は
︑
白
石
邑

主
鍋
島
家
の
墓
碑
で
多
く
建
碑
さ
れ
て
い
る
︒
同
寺
の
鍋
島
家
墓
に
関
し
て
は
︑
拙
書
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﹃
江
戸
大
名
墓
総
覧
﹄
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
︒

青
山
霊
園
の
墓
所
は
︑
横
幅
が
二
七
一
㎝
︑
奥
行
き
が
四
五
二
㎝
で
︑
墓
域
の
最
奥

に
は
︑
鍋
島
家
の
合
祀
墓
が
一
基
建
立
さ
れ
て
い
る
︒
墓
碑
は
︑
三
段
の
台
石
に
塔
身

か
ら
な
る
角
石
墓
で
︑
手
前
の
水
鉢
に
は
同
家
の
﹁
変
り
角
入
角
に
花
杏
葉
﹂
紋
が
彫

刻
さ
れ
て
い
る
︒
塔
身
の
裏
面
に
は
建
立
年
月
と
建
立
者
名
が
刻
字
さ
れ
て
お
り
碑
銘

か
ら
︑
昭
和
三
十
三
年
に
改
葬
さ
れ
合
祀
墓
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
以
前
︑

先
代
当
主
の
鍋
島
直
輝
氏
に
改
葬
前
の
墓
所
に
関
し
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
﹁
墓
域
は
現

在
の
十
倍
ほ
ど
あ
り
︑
十
基
ほ
ど
の
墓
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
ま
し
た
﹂
と
ご
教
示
い
た

だ
い
た
︒
墓
碑
の
右
前
︵
向
か
っ
て
左
側
︶
に
置
か
れ
た
墓
誌
Ｂ
に
は
全
十
五
霊
の
︑

左
前
に
置
か
れ
た
墓
誌
Ａ
に
は
全
十
霊
の
合
祀
者
が
列
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
墓
誌
Ａ
は

墓
誌
Ｂ
の
碑
銘
の
一
部
が
剥
離
摩
滅
し
た
こ
と
か
ら
平
成
二
○
年
頃
に
新
設
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
︒
最
初
に
建
造
さ
れ
た
墓
誌
Ｂ
に
は
︑
位
階
︑
爵
位
︑
続
柄
︑
享
年
な
ど
が

刻
字
さ
れ
て
い
る
が
︑
新
設
さ
れ
た
墓
誌
Ｂ
に
は
俗
名
と
没
年
だ
け
が
列
記
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
あ
る
︒
墓
碑
の
方
位
は
東
︑
全
高
は
一
七
五
㎝
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

筆
者
は
︑
四
年
ほ
ど
前
に
死
去
し
た
右
大
臣
織
田
信
長
の
弟
で
︑
有
楽
齋
長
益
の
五

男
尚
長
を
藩
祖
と
す
る
大
和
柳
本
藩
織
田
子
爵
家
の
︑
第
十
七
代
当
主
で
あ
る
織
田
長

功
様
と
親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
︒
長
功
様
の
御
母
堂
絢
子
様
が
︑
こ
の
蓮
池

鍋
島
家
の
出
身
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
宗
眼
寺
の
藩
祖
直
澄
夫
妻
の
覆
屋
が
荒
廃
し
て
い

る
こ
と
を
大
変
︑
心
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
い
出
す
︒

︻
補
註
︼

︵
１
︶
建
物
の
土
台
で
︑
外
面
を
石
材
で
包
む
基
壇

︵
２
︶
家
臣
︵
臣
下
︶
の
家
臣

︵
３
︶
江
戸
時
代
︑
薩
摩
藩
の
地
方
支
配
の
中
心
地

︵
４
︶
墓
碑
を
保
護
す
る
た
め
の
建
物

︵
５
︶
鼓
型
の
台
︑
花
と
茎
の
付
け
根
部
を
表
わ
す
も
の

︵
６
︶
墓
碑
の
塔
身
部
を
乗
せ
る
た
め
の
蓮
弁
が
彫
刻
さ
れ
た
台
座

︵
７
︶
早
蕨
の
よ
う
に
先
端
が
巻
き
込
ん
だ
形
の
意
匠

︻
参
考
文
献
︼

﹃
公
儀
被
差
上
候
三
家
系
図
﹄
公
益
財
団
法
人
鍋
島
報
效
会
所
蔵
・
鍋
島
文
庫

﹃
鍋
島
系
図
始
龍
造
寺
﹄

同

﹃
鍋
島
御
系
図
﹄

同

﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄﹁
明
治
四
年
十
一
月
改
葬
墓
一
覧
﹂

﹁
佐
賀
藩
主
鍋
島
家
の
墓
碑
考
察
﹂
公
益
財
団
法
人
鍋
島
報
效
会
研
究
助
成
研
究
報
告
書

秋
元
茂
陽

平
成
二
八
年

﹁
小
城
藩
主
鍋
島
家
の
墓
碑
考
察
﹂
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
・
黄
檗
文
化
研
究
所
﹃
黄
檗
文
華
﹄

秋
元
茂
陽

平
成
二
六
年

﹁
肥
前
鹿
島
藩
主
鍋
島
家
の
墓
碑
考
察
﹂
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
・
黄
檗
文
化
研
究
所

﹃
黄
檗
文
華
﹄
秋
元
茂
陽

令
和
二
年

﹃
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
﹄
続
郡
書
類
従
完
成
会

昭
和
四
○
年

﹃
系
図
纂
要
﹄
名
著
出
版

昭
和
五
○
年

﹃
平
成
新
修
旧
華
族
家
系
大
成
﹄
吉
川
弘
文
館

平
成
八
年

﹃
三
百
藩
藩
主
人
名
事
典
﹄﹁
蓮
池
藩
﹂
森
周
蔵

新
人
物
往
来
社

昭
和
六
一
年

﹃
小
城
・
黄
檗
宗
星
巌
寺
の
創
建
﹄
小
城
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九
集

小
城
町
教
育
委
員
会

錦
織
亮
介

平
成
三
年

﹃
佐
賀
百
寺
巡
礼
﹄
佐
賀
県
寺
院
名
鑑
刊
行
会

溝
口
教
章

平
成
二
四
年

﹃
文
化
財
の
見
方
﹄
山
川
出
版

人
見
春
雄
・
野
呂
肖
生
・
毛
利
和
夫

昭
和
五
九
年

﹃
江
戸
大
名
墓
総
覧
﹄
秋
元
茂
陽

平
成
十
年

蓮池藩主鍋島家の墓碑
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︻
蓮
池

宗
眼
寺
︼

︻
東
墓
地
︼

１

洞
泉
院

(殿
)

湛
月
淨(浄

)

照
大
姉
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
安
永
三
甲
午
年
十
月
二
十
七
日

︵
四
代
直
恒
四
女
千
屋
・
鍋
島
︿
佐
賀
﹀
治
茂
縁
女
︶

２

仁
恕
院
殿
春
溪
道
樹
大
居
士
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
元
禄
七
甲
戌
年
三
月
初
一
日

︵
二
代
直
之
二
男
直
富
︶

３

彩
雲
院
殿
鳳
林
淨
貞
大
姉
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
明
和
九
壬
辰
七
月
初
七
日

︵
六
代
直
寛
正
室
千
百
・
甘
露
寺
︿
公
卿
﹀
矩
長
女
︶

︽
七
代
直
温
生
母
︾

４

蟠
龍
院
(殿
)

海
印
道
供
大
居
士
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
安
永
二
癸
巳
年
七
月
二
十
六
日

︵
六
代
直
寛
︶

５

養
壽
院
殿
慈
雲
淨
光
大
姉
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
天
保
六
年
乙
未
二
月
十
一
日

︵
七
代
直
温
正
室
綏
・
堀
河
︿
公
卿
﹀
康
實
女
︶

６

成
簡
院
殿
圓(円
)

明
淨
智
大
居
士
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
文
政
八
乙
酉
年
十
一
月
初
一
日

︵
七
代
直
温
︶

７

慧
照
院
殿
心
月
妙
泉
大
姉
︵
五
輪
塔
︶

正
︶

(時
)

正
保
弐(二

)

乙
酉
年
正
月
二
十
七
日

︵
初
代
直
澄
正
室
牟
利
・
松
平
︿
忍
﹀
忠
明
女
︶

︽
二
代
直
之
生
母
︾

８

正
獻(献

)

院
殿
義
峯
宗
眼
大
居
士
︵
五
輪
塔
︶

正
︶

(時
)

寛
文
九
己
酉
年
三
月
初
五
日

︵
初
代
直
澄
・
鍋
島
︿
佐
賀
﹀
勝
茂
五
男
︶

９

仙
光
院
殿
桃
嶽
宗
悟
尼
禪
師
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
享
保
十
一
丙
午

(年
)

二
月
廾
三

(二
十
三
)

日

︵
二
代
直
之
継
室
留
里
・
榊
原
︿
旗
本
﹀
照
清
女
︶

10

要
玄
院
殿
了

(関
)

宗
(勇
)

大
居
士
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
享
保
十
乙
巳

(年
)

四
月
廾
八
日

︵
二
代
直
之
︶

11

興
祥
院
殿
壽
慶
淨
長
大
姉
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
享
保
十
一
丙
午

(年
)

九
月
十
四
日

︵
三
代
直
稱
正
室
仁
和
・
小
花
︿
家
臣
﹀
成
之
女
︶
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︽
四
代
直
恒
生
母
︾

12

大
應(応

)

院
殿
哲
通
玄

(濬
)

大
居
士
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
元
文
元
丙
辰
(年
)

五
月
二
十
八
日

︵
三
代
直
稱
︶

13

玉
泉
院

(殿
)

清
月
現
影
大
姉
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
安
永
八
己
亥
年
三
月
十
四
日

︵
四
代
直
恒
正
室
屋
津
・
鍋
島
︿
佐
賀
﹀
光
茂
二
一
女
︶

14

龍
(華
)

院
殿
實(実

)

巖(巌
)

玄
成
大
居
士
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
寛
延
二
己
巳

(年
)

十
月
十
又
六
日

︵
四
代
直
恒
︶

15

大
慈
院
殿
鐡(鉄

)

舩(船
)

廣(広
)

濟(済
)

大
居
士
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
寶(宝

)(暦
)

七
丁
丑

(年
)

五
月
二
十
九
日

︵
五
代
直
興
︶

16

玉
(簾
)

院
殿
艶
月
淨

(鮮
)

大
姉
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
文
政
九
丙
戌
年
七
月
二
十
三
日

︵
八
代
直
與
継
室
遂
・
二
條
︿
公
卿
﹀
治
孝
二
五
女
︶

︽
九
代
直
紀
生
母
︾

17

景
雍
院
殿
瑤
室
節
操
大
姉
︵
五
輪
塔
︶

右
︶
(摂
)

津
守
從(従

)

五
位
下

(鍋
)

島
(直
)

與
之
妻
日
野
氏
諱

子
字
都
留
京

(師
)

人
曽
大
父
従
一
位

前
權(権

)

大
納
言
諱
資
時
大
父
従
一
位
前
權(権

)

大
納
言

(諱
)

資
枝
父
従
一
位
前
權(権

)

大
納
言
名

資
矩
君
以
享
和
二

(年
)

三
月
八
日
生
年
二
十
而

(帰
)(直
)

與
(於
)

其
治
肥
州
蓮
池
邑
未
期

(年
)

先
舅
姑
與
其
夫

裏
︶
而
卒
實(実
)

文
政
五

(年
)

五
月
十
有
八
日
也

(諡
)

日
景
雍
葬
諸
邨(村

)

之
宗
眼
寺

(直
)

與
銘
其
碣
日

丗
(三
十
)

遷
人
遠
分
位
或
疑
其

(為
)(鍋
)

氏
之
嫡
室
永
有
徴
干
斯
辭(辞

)

也

︵
八
代
直
與
正
室

・
日
野
︿
公
卿
﹀
資
矩
二
女
︶

18

天
賜
院
殿
雲
菴
宗
澍
大
居
士
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
元
治
元
年
甲
子
十
一
月
九
日

︵
八
代
直
與
・
鍋
島
︿
佐
賀
﹀
治
茂
四
男
︶

19

安
養
院
殿
柏
巖
貞
操
大
姉
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
文

(久
)

二
壬
戌
年
七
月
二
十
六
日

︵
九
代
直
紀
正
室
常
・
鍋
島
︿
小
城
﹀
直
堯
長
女
︶

︻
西
墓
地
︼

20

(鍋
)

嶌

子
之

(墓
)

︵
角
石
︶

右
︶
明
治
三
十
五
年
三
月
三
日
卒

︵
八
代
直
與
十
三
女
敏
子
︶

︵
鍋
島
︿
支
流
﹀
紀
勲
室
︿
離
縁
﹀・
大
関
︿
黒
羽
﹀
増
勤
室
︿
離
縁
﹀

21

(鍋
)

嶋
氏
誠
子
之
墓
︵
長
方
形
︶

蓮池藩主鍋島家の墓碑
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右
︶
誠
子
者
従
五
位

(鍋
)(島
)(直
)

紀
之
女
也
母
侍
婢
杉
野
氏
慶
應(応

)

二
年
丙
寅
正
月
十
日
生
干

蓮
池
城
三
歳
時
藤
珍
彦

(養
)

以
為
子

(明
)

治
五
年
壬
申
七
月
十
八
日
七
歳
而
卒
用
神
典

葬
干
城
西
新
塋

︵
九
代
直
紀
四
女
誠
子
︶

22

瓊
月
素
光

(禅
)

童
女
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
文

(久
)

元
年
辛
酉
七
月
五
日

︵
九
代
直
紀
三
女
雅
︶

23

(観
)

月
慈
音

(禅
)

童
子
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
安
政
六
年
己
未
九
月
二
十
三
日

︵
八
代
直
與
八
男
續
若
︶

24

幻
(泡
)

春
夢

(禅
)

童
女
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
安
政
二
年
乙
卯
正
月
二
十
八
日

︵
八
代
直
與
十
四
女
津
和
︶

25

幻
(夢
)

善
孩
兒
︵
五
輪
塔
︶

遊
(夢
)

善
孩
兒

正
︶
天
保
三
年

(辰
)

四
月
初
七
日

︵
八
代
直
與
長
女
？
︿
双
子
﹀︶

︵
八
代
直
與
二
女
？
︿
双
子
﹀︶

26

幻
荷

(禅
)

童
女
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
明
和
六
年
己
丑
六
月
十
有
八
日

︵
六
代
直
寛
長
女
︶

27

清
林
自
薫
(禅
)

童
女
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
安
政
五
年
戊
午
六
月
二
十
二
日

︵
九
代
直
紀
二
女
和
︶

28

露
含
幻
英
(禅
)

童
子
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
嘉
永
三
庚
戌
十
月
十
六
日

︵
九
代
直
紀
長
男
幹
若
︶

29

蘭
芳
自
秀

(禅
)

童
女
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
弘
化
二
乙
巳
年
六
月
二
十
三
日

︵
八
代
直
與
四
女
静
︶

30

窈
(顔
)

自
窕

(禅
)

童
女
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
天
保
十
四
癸
夘
三
月
二
十
六
日

︵
八
代
直
與
五
女
淑
︶

31

(瓊
)

琳
泡
容

(禅
)

童
女
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
弘
化
三
丙
午
年
六
月
十
有
三
日

︵
八
代
直
與
十
女

︶

32

覺
林
良
葩

(禅
)

童
子
︵
五
輪
塔
︶
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正
︶
安
政
七
年

(庚
)

申
閏
三
月
廾
六
日

33

俊
海
智
英

(禅
)

童
子
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
慶
應
元
乙
(丑
)

年
五
月
十
三
日

︵
九
代
直
紀
四
男
亀
丸
︶

34

涼
知
秋

(禅
)

童
子
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
文
久
三
癸
亥
年
七
月
九
日

︵
九
代
直
紀
三
男
熊
若
︶

35

紅
雲
智
蓮

(禅
)

童
女
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
文
久
三
癸
亥
年
六
月
五
日

36

唯
心
狐
月

(禅
)

童
子
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
文
久
二
壬
戌
年
七
月
二
十
三
日

︵
九
代
直
紀
二
男
︶

37

玉
(冠
)

承
露
禪
童
子
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
慶
應
二
年
丙
寅
七
月
十
六
日

︵
九
代
直
紀
五
男
義
三
郎
︶

38

翠
(巖
)

玉
麗

(禅
)

童
女
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
弘
化
三
丙
午
年

(閏
)

五
月
初
四
日

︵
八
代
直
與
九
女
麗
︶

39

瑶
光
智
麗
(禅
)

童
女
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
安
政
三
年
丙
辰
九
月
十
有
九
日

︵
八
代
直
與
十
五
女
津
亭
︶

40

權
律
師
弘
道

(覚
)

位
︵
卵
塔
︶

左
︶
寛
延
三
庚
午
天

右
︶
十
一
月
七
日

41

權
律
師
舜
徽
覺
位
︵
卵
塔
︶

左
︶
享
保
十
五
庚
戌
天

右
︶
八
月
廾
日

︵
三
代
直

四
男
貞
瑞
︶

42

觀
(声
)

禪
童
尼
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
寛
文
六
(年
)

丙
午
七
月
十
二
日

︵
二
代
直
之
長
女
︶

43

珊
質
智
光
禪
童
女
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
慶
應
二
年
丙
寅
四
月
十
二
日

44

(晴
)

雲
自
光
禅
童
尼
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
延
宝
二

(年
)

甲
寅
八
月
二
十
二
日

︵
二
代
直
之
二
女
︶
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45

放
(光
)

禪
公
女
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
寶
永
四
丁
亥
八
月
十
八
日

︵
三
代
直

三
女
亀
︶

︻
佐
賀

高
傳
寺
︼

46

慧
照
院
殿
心
月
妙
泉
大
姉
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
正
保
二
乙
酉
年
正
月
二
十
七
日

︵
初
代
直
澄
正
室
牟
利
・
松
平
︿
忍
﹀
忠
明
女
︶

︽
二
代
直
之
生
母
︾

︻
小
城

玉
毫
寺
︼

47

安
養
院

(殿
)

柏
巖
貞
操
大
姉
︵
笠
塔
婆
︶

左
︶
文
久
二
壬
戌
年
七
月
二
十
六
日

︵
九
代
直
紀
正
室
常
・
鍋
島
︿
小
城
﹀
直
堯
長
女
︶

︻
江
戸

成
願
寺
︼

48

玉
容
院
清
光
智
泉
禪
童
子
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
明
治
六
年
五
月
廿
七
日

︵
九
代
直
紀
七
男
龍
吉
郎
︶

49

(為
)

珠
林
清
光
信
男
菩
提
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
元
禄
六
癸
酉
年
雪
月

(十
二
月
)

十
九
日

50

紅
蓮
院
容
顔
妙
池
禪
童
女
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
天
保
十
年
己
亥
三
月
九
日

︵
八
代
直
與
三
女
壽
美
︶

51

爲
菊
露
信
女
菩
提
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
寛
文
十
庚
戌
年
七
月
六
日

︵
二
代
直
之
長
女
福
︶

52

空
(華
)

院
瑞
巖
智
仙
禪
童
子
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
天
保
三
年
歳
次
壬
辰
十
二
月
十
四
日

︵
八
代
直
與
二
男
綸
若
︶

53

影
林
霜
梅
信
男
菩
提
︵
笠
塔
婆
︶

正
︶
干
時
寛
文
九
年
己
酉
中
冬
廾

(
十

一

月

)

八
日

(施
)

主
敬
白

︵
二
代
直
之
長
男
千
熊
︶

54

寛
延
二

(年
)

己
巳
十
月
十
六
日
肥
前
蓮
池

(侯
)

藤
(直
)

恒
病
逝
干
東
都

(竜
)

土
邸
二
十
日
艸

正
︶
葬
干
東
都
城
南
衾
邑
十
二
月
二
十
九
日
還
葬
干
本
鎭
肥
之
蓮
池
舊
塋
今
茲
伐
石
刻

之
(歳
)

月
以
志
艸(草

)

葬
之
所
云

︵
立
方
体
︶

寛
延
三

(年
)(庚
)

午
十
月
十
六
日
建

︵
四
代
直
恒
︶

秋 元 茂 陽
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55
︶

(釈
)

海
音
者
前
蓮
池

(侯
)(直
)

恆
公
之
庶

子
也
有
故
爲

以
寳(宝

)

十
四

(年
)

甲
申
六
月
廾

正
︶
有
四
日
病
卒
干
龍
土
邸
春
秋
三
十
有
一
艸(草

)

葬
(於
)

是
地
銘
日

︵
長
方
形
︶

茫
茫
蒼
天

溟
溟
黄
泉

匪
有
匪
無

嗟

潮
音

右
︶
明
和
元
(年
)

甲
申
冬
十
月

和
貞
質

(謹
)

誌

︵
四
代
直
恒
男
海
音
︶

56

爲
幻
容
童
女
菩
提
也
︵
五
輪
塔
︶

正
︶
茲

(時
)

寛
文
十
二
壬
子
年

(閏
)

六
月
五
日

︵
二
代
直
之
二
女
︶

57

肥
前
蓮
池

(侯
)

艸(草
)

︵
自
然
石
︶

正
︶
寛
延
二
年
歳
次
冬
十
月
廾
日
建

︵
四
代
直
恒
？
︶

︻
江
戸

賢
崇
寺
︼

58

慧
照
院
殿
心
月
妙
泉
大

(姉
)

︵
五
輪
塔
︶

正
︶
正
保
二
乙
酉
歳
正
月
廾
七
日

︵
初
代
直
澄
正
室
牟
利
・
松
平
︿
忍
﹀
忠
明
女
︶

︽
二
代
直
之
生
母
︾

︻
東
京

青
山
霊
園
︼

59

(鍋
)(島
)

家
之
墓
︵
角
石
︶

裏
︶
昭
和
三
十
三
(年
)

七
月

(鍋
)

島
直
輝
建
之

誌
Ａ

︶
鍋
島
順
時

明
治
八
年
十
月
二
十
三
日

︵
九
代
直
紀
八
男
順
時
︶

鍋
島
雪
子

明
治
十
二
年
八
月
二
十
四
日

︵
十
代
直
柔
長
女
雪
子
︶

鍋
島
廉
子

明
治
二
十
年
九
月
五
日

︵
十
代
直
柔
二
女
廉
子
︶

鍋
島
直
紀

明
治
二
十
四
年
一
月
二
十
三
日

︵
九
代
直
紀
︶

鍋
島

(悦
)

子

明
治
二
十
五
年
七
月
十
四
日

︵
十
代
直
柔
三
女
悦
子
︶

鍋
島
直
柔

明
治
四
十
三
年
二
月
七
日

︵
十
代
直
柔
・
鍋
島
︿
佐
賀
﹀
直
正
八
男
︶

鍋
島
秀
子

明
治
四
十
四
年
四
月
五
日

蓮池藩主鍋島家の墓碑
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︵
十
一
代
直
和
二
女
秀
子
︶

鍋
島
貞
子

大
正
二
年
六
月
十
三
日

︵
十
一
代
直
和
正
室
貞
子
・
松
平
︿
松
江
﹀
直
亮
長
女
︶

鍋
島
輝
子

大
正
十
一
年
三
月
二
十
七
日

︵
十
代
直
柔
正
室
輝
子
・
鍋
島
︿
蓮
池
﹀
直
紀
長
女
︶

︽
十
一
代
直
和
生
母
︾

鍋
島
易
子

大
正
十
三
年
一
月
二
十
日

︵
九
代
直
紀
継
室
易
子
・
鍋
島
︿
鹿
島
﹀
直
永
二
女
︶

鍋
島
直
晃

大
正
十
四
年
四
月
二
十
七
日

︵
十
一
代
直
和
三
男
直
晃
︶

鍋
島
直
方

昭
和
十
四
年
九
月
十
一
日

︵
十
一
代
直
和
長
男
直
方
︶

鍋
島
直
和

昭
和
十
八
年
七
月
五
日

︵
十
一
代
直
和
︶

鍋
島
直
誠

昭
和
二
十
五
年
七
月
三
十
日

︵
十
一
代
直
和
二
男
直
誠
︶

鍋
島
宣
子

昭
和
二
十
五
年
九
月
十
一
日

︵
十
一
代
直
和
六
女
宣
子
︶

鍋
島
益
子

昭
和
六
十
一
年
十
月
十
八
日

︵
十
一
代
直
和
継
室
益
子
・
松
平
︿
松
江
﹀
直
亮
二
女
︶

鍋
島
圭
子

平
成
十
一
年
四
月
十
九
日

︵
十
一
代
直
和
長
男
直
方
室
圭
子
・
一
條
︿
公
卿
﹀
実
輝
五
女
︶

鍋
島
直
輝

平
成
三
十
年
十
月
二
十
日

︵
十
二
代
直
輝
︶

誌
Ｂ

︶
(鍋
)(島
)

順
時

明
治
八
年
十
月
二
十
三
日
逝

︵
九
代
直
紀
八
男
順
時
︶

(雪
)

子

明
治
十
二
年
八
月
二
十
四
日
卒

︵
十
代
直
柔
長
女
雪
子
︶

廉
子

直
柔
二
女

明
治
二
十
年
九
月
五
日
卒

︵
十
代
直
柔
二
女
廉
子
︶

從(従
)

四
位
子
爵

(鍋
)(島
)

直
紀

明
治
二
十
四
年
一
月
二
十
三
日
卒

(享
)

年
六
十
六

︵
九
代
直
紀
︶
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(悦
)

子

直
柔
三
女

明
治
二
十
五
年
七
月
十
四
日
卒

︵
十
代
直
柔
三
女
悦
子
︶

正
三
位
子
爵

島
直
柔

明
治
四
十
三
年
二
月
七
日
□(薨

)

(享
)

年
五
十
三

︵
十
代
直
柔
・
鍋
島
︿
佐
賀
﹀
直
正
八
男
︶

秀
子

直
和
二
女

明
治
四
十
四
年
四
月
五
日
卒

︵
十
一
代
直
和
二
女
秀
子
︶

貞
子

直
和
夫
人

大
正
二
年
六
月
十
三
日
卒

(享
)

年
二
十
六

︵
十
一
代
直
和
正
室
貞
子
・
松
平
︿
松
江
﹀
直
亮
長
女
︶

輝
子

□
□
□
□

(
直

柔

夫

人
)

大
正
十
一
年
三
月
二
十
七
日
卒

□(享
)

年
六
十
六

︵
十
代
直
柔
正
室
輝
子
・
鍋
島
︿
蓮
池
﹀
直
紀
長
女
︶

□
□

(易

子
)

□
□
□
□

(
直

紀

夫

人
)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

(
大

正

十

三

年

一

月

二

十

日

卒
)

□
□
□
□
□

(
享

年

七

十

七
)

︵
九
代
直
紀
継
室
易
子
・
鍋
島
︿
鹿
島
﹀
直
永
二
女
︶

□
□

(直

晃
)

□
□
□
□

(
直

和

三

男
)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

(
大

正

十

四

年

四

月

二

十

七

日

卒
)

︵
十
一
代
直
和
三
男
直
晃
︶

□
□
□
□
□

(
正

五

位

子

爵
)

□
□

(直

方
)

□
□
□
□

(
直

和

長

男
)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

(
昭

和

十

四

年

九

月

十

一

日

卒

享

年

三

十

四
)

︵
十
一
代
直
和
長
男
直
方
︶

正
三
位
勲
一
等
子
爵
(鍋

島
)

直
和

昭
和
□
□
□
□
□
□
□
□

(
十

八

年

七

月

五

日

薨
)

□
□
□
□

(
享

年

五

十
)

︵
十
一
代
直
和
︶

從
八
位
海
軍
少
尉

(鍋

島
)

直
誠

直
和
次
男
昭
和
二
十
□
□
□
□
□
□
□
□

(
五

年

七

月

三

十

日

卒
)

□
□
□
□
□

(
享

年

二

十

九
)

︵
十
一
代
直
和
二
男
直
誠
︶

鍋
島
宣
子

直
和
六
女

昭
和
二
十
□
□
□
□
□
□
□
□

(
五

年

九

月

十

一

日

歿
)

□
□
□
□
□

(
享

年

二

十

四
)

︵
十
一
代
直
和
六
女
宣
子
︶

︻
備
考
︼

正
・
・
・
正
面

裏
・
・
・
裏
面

右
・
・
・
墓
碑
本
体
の
右
側
面

左
・
・
・
墓
碑
本
体
の
左
側
面

誌
・
・
・
墓
誌

□
・
・
・
剥
離
摩
滅
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没 年 月 日 没 齢 死亡地 葬 地 法 号 備 考

寛文９年（1669）３月５日 53 塩田吉浦 宗 眼 寺 正献院殿義峯宗眼大居士 死亡地 佐賀県嬉野市塩田

享保10年（1725）４月28日 82 蓮池別館 宗 眼 寺 要玄院殿了関宗勇大居士

元文元年（1736）５月28日 69 北原別館 宗 眼 寺 大應院殿哲通玄濬大居士 死亡地 佐賀県神埼市

寛延２年（1749）10月16日 48 麻布邸 宗 眼 寺 龍華院殿實巌玄成大居士 江戸衾邑に仮埋葬後、改葬

寳暦７年（1757）５月29日 24 蓮池館 宗 眼 寺 大慈院殿鉄舩廣済大居士

安永２年（1773）７月27日 27 蓮池館 宗 眼 寺 蟠龍院殿海印道洪大居士

文政８年（1825）11月１日 63 蓮池東館 宗 眼 寺 成簡院殿圓明淨智大居士

元治元年（1864）11月９日 66 蓮池東館 宗 眼 寺 天賜院殿雲菴宗澍大居士

明治24年（1891）正月23日 64 麻布邸 青山霊園 （法 号 無） 昭和33年 改葬合祀

明治43年（1910）２月７日 51 青山霊園 （法 号 無） 昭和33年 改葬合祀

没齢…死亡時の実年齢

法 号 備 考

恵照院殿心月妙泉大姉
蓮池 宗眼寺にも建碑 宗眼寺へ改葬？
佐賀 高傳寺・江戸 賢崇寺にも建碑

佛光院殿桃岳宗悟大姉

興祥院殿壽慶淨長大姉

玉泉院殿清月現影大姉

彩雲院殿鳳林淨貞大姉

養壽院殿慈雲淨光大姉

景雍院殿瑶室節操大姉

玉簾院殿艶月淨鮮大姉

安養院殿柏巌貞操大姉

（法 号 無）

小城 玉毫寺にも建碑

昭和33年 改葬合祀

（法 号 無） 昭和33年 改葬合祀
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蓮池藩鍋島家藩主一覧

代数 俗名 実 父 続 柄 生 母 続 柄 俗 名 誕生地 生 年 月 日

初代 直澄 鍋島（佐賀）勝茂５男 岡部（岸和田）長盛女 菊 佐 賀 元和元年（1615）11月12日

２代 直之 鍋島（蓮池）直澄２男 松平（ 忍 ）忠明女 牟利 江 戸 寛永20年（1643）正月18日

３代 直 鍋島（蓮池）直澄５男 伊香賀（家臣）貞知女 蓮 池 寛文７年（1667）５月３日

４代 直恒 鍋島（蓮池）直称２男 小花（家 臣）成之女 仁和 江 戸 元禄14年（1701）12月５日

５代 直興 鍋島（蓮池）直恒長男 犬塚（家 臣）常章女 蓮 池 享保17年（1732）６月18日

６代 直寛 鍋島（蓮池）直恒４男 大隈（家 臣）良雄女 蓮 池 延享３年（1746）３月18日

７代 直温 鍋島（蓮池）直寛長男 甘露寺（公卿）矩長女 千百 蓮 池 寳暦13年（1762）５月７日

８代 直與 鍋島（佐賀）治茂４男 横山（家 臣）景豊女 コノ 佐 賀 寛政10年（1798）５月３日

９代 直紀 鍋島（蓮池）直與長男 二條（公 卿）治孝女 遂 蓮 池 文政９年（1826）５月25日

10代 直柔 鍋島（佐賀）直正８男 村松（家 臣）矩欽女 浅 岡 佐 賀 安政５年（1858）10月７日

蓮池藩鍋島家正室一覧

夫 名 俗 名 実 父 名 没 年 月 日 享年 葬 地

初代 直澄 牟 利 松平（ 忍 ）忠明女 正保２年（1645）正月27日 29 佐賀 慶誾寺

２代 直之
留 里

諫早（諫 早）茂敬女

榊原（旗 本）照清女

（離 縁）

享保11年（1726）２月23日 72 蓮池 宗眼寺

３代 直 仁 和 小花（家 臣）成之女 享保11年（1726）９月14日 44 蓮池 宗眼寺

４代 直恒 屋 津 鍋島（佐 賀）光茂女 安永８年（1779）３月14日 86 蓮池 宗眼寺

５代 直興 （正 室 無）

６代 直寛 千 百 甘露寺（公卿）矩長女 明和９年（1772）７月７日 25 蓮池 宗眼寺

７代 直温 美 壽 堀河（公 卿）康實女 天保６年（1835）２月12日 70 蓮池 宗眼寺

８代 直與
姷

遂

日野（公 卿）資矩女

二條（公 卿）治孝女

文政５年（1822）５月18日

文政９年（1826）７月23日

21

23

蓮池 宗眼寺

蓮池 宗眼寺

９代 直紀
常

易

鍋島（小 城）直堯女

鍋島（鹿 島）直永女

文久２年（1862）７月25日

大正13年（1924）正月20日

26

79

蓮池 宗眼寺

東京 青山霊園

10代 直柔 輝 鍋島（蓮 池）直紀女 大正11年（1922）３月27日 66 東京 青山霊園
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五輪塔 下台石 上台石 地 輪 水 輪 火 輪 空＋風 全 高

43
珊 質

横
奥
高

140･6
141･3
23･2

101･2
99･0
24･6

54･2
55･2
47

43
−−−
29

54
54
26

−−−
−−−
48

−−−
−−−
198

44
晴 雲

横
奥
高

144･7
146･2
30･4

110･1
96･7
29･1

68･8
67･2
45

62
−−−
44

73
73
41

−−−
−−−
68

−−−
−−−
257

45
放 光

横
奥
高

153
153
19

101･3
95
24･3

56･7
56･1
44

48
−−−
33

61
61
32

−−−
−−−
49

−−−
−−−
202

【備考】

横・・・・横幅

奥・・・・奥行き

高・・・・高さ

火輪・・・笠

空＋風・・空輪＋風輪

単位はｃｍ

角 石 四段目台石 三段目台石 二段目台石 上台石 塔 身 全 高

20
敏 子

横
奥
高

153･1
145･1
14

125･1
116･4
26･4

96･2
88･7
25･6

64･7
60･7
30･6

39･4
36･1
91･8

−−−
−−−
189

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

《
十
代
》 

　
　
　
　
　

忠
直 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                 

直
正 　
　

 

直
柔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

齊
直 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 《
十
一
代
》 　
　
　
　

    《
十
二
代
》 《
十
三
代
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

直
和 　
　

 

直
方　
　

  

直
輝　

   

直
弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
茂　
　
　

宗
茂　
　
　

治
茂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
永　
　
　

 

易

【
佐
賀
】 　
　

松
平
氏 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

《
八
代
》　    《
九
代
》

 
勝
茂 　
　
　
　
　
　

     《
二
代
》 　
　
　
　
　
　

 

《
五
代
》 　

    

直
與 　
　
　

直
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
之 　
　
　
　
　
　
　

 

直
興

　
　
　
　
【
蓮
池
】　　
　
　
　
　
　

 《
四
代
》

　
　
　
　

 
《
初
代
》　　
　
　
　
　
　

 

直
恒

　
　
　
　
　

直
澄　
　

 《
三
代
》　　
　
　
　
　

   《
六
代
》      

《
七
代
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
称　
　
　
　
　
　
　

  

直
寛　

  　

 

直
温

 

伊
香
賀

【敬称略】



蓮池藩主鍋島家の墓碑

秋 元 茂 陽

47

五輪塔 下台石 上台石 地 輪 水 輪 火 輪 空＋風 全 高

８
初 代
直 澄

７

同 室

横
奥
高
（無）

228･6
88･3
15･5

63･3
61･8
49

51
−−−
37

67
67
34

−−−
−−−
60

−−−
−−−
207

横
奥
高
（無）

直 澄
と
同台石

63･2
61･8
49

52
−−−
36

67
67
35

−−−
−−−
58

−−−
−−−
206

10
２ 代
直 之

９

同 室

２
同 男
直 富

横
奥
高

302･9
154･7
21

117･9
118･1
24･5

63･9
63･7
49

52
−−−
37

67
67
34

−−−
−−−
60

−−−
−−−
226

横
奥
高

直 之
と
同台石

124･3
118･1
24･5

63･7
63･8
49

51
−−−
36

67
67
35

−−−
−−−
59

−−−
−−−
224

横
奥
高

181･9
140･7
14

121
110･4
24

59･8
60･2
48

52
−−−
35

67
67
35

−−−
−−−
57

−−−
−−−
214

12
３ 代
直

11

同 室

横
奥
高

303･4
155･2
17･8

240･9
118･3
24･6

64･3
63･4
49

53
−−−
35

67
67
35

−−−
−−−
61

−−−
−−−
223

横
奥
高

直 称
と
同台石

直 称
と
同台石

63･7
63･7
49

51
−−−
35

67
67
35

−−−
−−−
58

−−−
−−−
220

14
４ 代
直 恒

13

同 室

横
奥
高

299･6
156･9
15

123･9
113･4
23･4

64･2
64･6
50

51
−−−
33

68
68
34

−−−
−−−
59

−−−
−−−
215

横
奥
高

直 恒
と
同台石

117･3
113･4
23･9

64･3
64･4
49

52
−−−
33

70
70
33

−−−
−−−
66

−−−
−−−
220

15
５ 代
直 興

１
同 女
千 屋

横
奥
高

176･6
141･5
23･5

129･9
116･2
23･9

68･5
68･3
50

49
−−−
33

68
68
35

−−−
−−−
61

−−−
−−−
226

横
奥
高

181･8
136･1
17･3

120･8
109･2
24･3

66･7
66･1
48

48
−−−
28

65
65
35

−−−
−−−
59

−−−
−−−
212

４
６ 代
直 寛

３

同 室

横
奥
高

311･6
138
10

128･9
110･4
14･5

67･8
68･1
53

53
−−−
32

71
71
33

−−−
−−−
62

−−−
−−−
205

横
奥
高

直 寛
と
同台石

129･9
110･2
14･7

68･3
68･3
53

51
−−−
32

73
73
34

−−−
−−−
65

−−−
−−−
209

６
７ 代
直 温

５

同 室

横
奥
高

177･2
153･8
13･5

126･5
113･2
23･9

71･9
70･0
61

55
−−−
31

69
69
36

−−−
−−−
62

−−−
−−−
228

横
奥
高

167･8
152･7
13･5

121･2
108･9
24･3

73･6
72･6
60

55
−−−
33

（欠失）
（欠失）
35

−−−
−−−
63

−−−
−−−
229

18
８ 代
直 與

17

同 室

16

同継室

横
奥
高

175･8
149･5
16

122･5
113･7
23･9

72･6
72･1
62

57
−−−
33

72
72
36

−−−
−−−
61

−−−
−−−
232

横
奥
高

175･9
150･5
18

125･8
112･4
24･6

72･5
68･3
60

52
−−−
31

70
70
36

−−−
−−−
64

−−−
−−−
234

横
奥
高

167･6
149･7
17

122･0
113･3
24･4

71･5
68･9
60

55
−−−
30

72
72
33

−−−
−−−
60

−−−
−−−
225

19
９ 代
直紀室

横
奥
高

175･1
150･3
18

123･0
114･2
25･4

71･9
69･8
60

52
−−−
32

69
69
34

−−−
−−−
59

−−−
−−−
228

五輪塔 下台石 上台石 地 輪 水 輪 火 輪 空＋風 全 高

22
瓊 月

横
奥
高

404
132･3
（埋）

91･2
87･1
24･1

53･3
52･2
46

43
−−−
23

54
54
27

−−−
−−−
49

−−−
−−−
172

23
観 月

横
奥
高

瓊 月
同台石
5

90･0
86･6
25

53･7
53･8
47

43
−−−
27

56
56
27

−−−
−−−
49

−−−
−−−
189

24
幻 泡

横
奥
高

瓊 月
同台石
11

89･9
87･2
24･7

54･4
52･1
50

44
−−−
27

56
56
27

−−−
−−−
52

−−−
−−−
192

25
遊 夢
幻 夢

横
奥
高

瓊 月
同台石
24

86･3
86･4
24･3

50･6
51･5
48

43
−−−
26

57
57
26

−−−
−−−
48

−−−
−−−
197

26
幻 荷

横
奥
高

146･4
150･0
24

99･1
98･6
28･5

50･6
50･9
43

40
−−−
26

53
53
27

−−−
−−−
50

−−−
−−−
198

27
清 林

横
奥
高

（埋）
123･5
15

91･2
87･5
24･4

54･6
54･1
47

45
−−−
26

53
53
26･5

−−−
−−−
48

−−−
−−−
188

28
露 含

横
奥
高

（埋）
123･5
13

77･2
87･2
25･7

52･6
52･2
47

44
−−−
26

55
55
27

−−−
−−−
46

−−−
−−−
185

29
蘭 秀

横
奥
高

（埋）
（埋）
15

243･6
82･3
24･3

52･4
52･5
47

42
−−−
26

54
54
27

−−−
−−−
47

−−−
−−−
186

30
窈 顔

横
奥
高

（埋）
（埋）
9

蘭 秀
同台石
25･3

51･5
52･2
46

43
−−−
27

54
54
27

−−−
−−−
48

−−−
−−−
182

31
瓊 琳

横
奥
高

（埋）
（埋）
6

蘭 秀
同台石
24･9

53･2
53･9
46

43
−−−
26

53
53
27

−−−
−−−
47

−−−
−−−
177

32
覚 林

横
奥
高

（埋）
（埋）
（埋）

90･9
82･1
18･3

53･6
53･2
47

43
−−−
26

54
54
27･5

−−−
−−−
47

−−−
−−−
167

33
俊 海

横
奥
高
（無）

86･2
85･9
16･3

55･0
53･6
47

43
−−−
27

54
54
27

−−−
−−−
49

−−−
−−−
166

34
清 涼

横
奥
高
（無）

266･3
85･5
20･3

55･2
54･4
48

44
−−−
27

53
53
27

−−−
−−−
52

−−−
−−−
174

35
紅 雲

横
奥
高
（無）

清 涼
同台石
22･9

54･9
54･8
48

44
−−−
28

54
54
26

−−−
−−−
51

−−−
−−−
176

36
唯 心

横
奥
高
（無）

清 涼
同台石
24･1

54･8
53･4
47

43
−−−
27

53
53
27

−−−
−−−
52

−−−
−−−
183

37
玉 冠

横
奥
高

（埋）
（埋）
4

102･8
87･1
27･6

54･9
54･2
48

44
−−−
30

54
54
26･5

−−−
−−−
52

−−−
−−−
187

38
翠 巌

横
奥
高

225･5
134･2
13･7

89･6
84･7
24･9

52･9
53･8
47

44
−−−
28

56
56
28

−−−
−−−
49

−−−
−−−
191

39
瑶 光

横
奥
高

翠 巌
同台石
23･1

89･4
84･7
24･7

53･3
53･2
47

45
−−−
27

56
56
26

−−−
−−−
48

−−−
−−−
196

42
観 聲

横
奥
高

207
（埋）
20･6

150･6
143･3
22･5

70･2
68･6
44

47
−−−
45

73
73
47･5

−−−
−−−
64

−−−
−−−
244
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蓮池藩主鍋島家の墓碑
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123
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蓮池藩主鍋島家の墓碑
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53

131415

191617

182625

242322
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333938

424344

454647

番号は墓碑番号


